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の
目
的

H

「
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」
秩
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し
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中
心
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の
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退

ω
経
済
交
流
の
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心
に
貿
易
を
お
い
て
き
た
秩
序

ω
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ω
直
接
投
資
及
び
資
本
移
動
の
自
由
の
巨
大
な
イ
ン
パ
ク
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説

国
際
私
法
に
よ
る
対
応
の
限
界

I
 
I
 
I
 
IV 

国
際
法
に
お
け
る
法
源
論
の
動
揺

国
際
取
引
法
「
統
ご
作
業
に
み
ら
れ
る
変
化

国
際
商
事
仲
裁
に
お
け
る
国
家
法
の
脱
落

リ
l
ガ
リ
ズ
ム
の
後
退
と
理
念
論
の
復
権

国
際
政
治
を
み
る
視
角
の
混
乱

論

V VI VII 羽目IX 

結

び本
稿
の
目
的

経
済
特
に
金
融
の
分
野
で
は
「
国
際
L

化
と
い
う
一
言
葉
を
避
け
て
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
わ

れ
わ
れ
の
生
存
に
関
係
す
る
環
境
、
資
源
分
野
で
も
、
各
国
に
よ
る
個
別
的
処
理
の
有
効
性
の
限
界
が
明
白
に
な
り
、
地
球
的
規
模
の
対
応

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
境
の
後
退
を
前
に
し
て
国
際
法
や
国
際
政
治
学
は
多
く
の
分
野
で
そ
の
対
象
を
も
て
あ
ま
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み

え
る
。
か
つ
て
主
権
概
念
を
生
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
九
五
八
年
の
ロ

l
マ
条
約
の
下
で
の
欧
州
経
済
共
同
体

(
E
E
C
)
か
ら
欧
州

共
同
体

(
E
C
)
へ
の
流
れ
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
て
、
主
権
の
究
極
的
な
放
棄
あ
る
い
は
そ
の
否
定
の
可
能
性
す
ら
を
秘
め
な
が
ら
、
一
九

九
二
年
の
経
済
統
合
を
目
指
し
て
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
動
き
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
主
権
国
家
を
中
心
と
し
た
寸
国
際
」
社
会
の
秩

序
維
持
の
枠
組
み
は
揺
ら
い
で
い
る
。

国
際
的
企
業
活
動
の
分
野
で
は
、
国
境
を
知
ら
な
い
次
元
で
の
活
動
を
支
持
す
る
枠
組
み
が
既
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
伝
統
的
な
貿

北法39(5-6・II・482)1722



易
経
済
の
姿
を
薄
め
さ
せ
る
直
接
投
資
及
び
資
本
移
動
の
自
由
の
実
践
の
一
九
七

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
飛
躍
的
な
拡
大
現
象
が
そ
れ
で

あ
る
。
国
際
的
相
互
依
存
と
い
う
言
葉
は
、
「
国
際
」
社
会
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
上
で
の
対
応
方
法
に
関
係
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
活

動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
相
互
依
存
の
次
元
を
越
え
、
国
境
を
越
え
た
「
相
互
浸
透
L

の
世
界
が
出
現
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
国
際
政
治
・
経

済
に
関
係
す
る
秩
序
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
寸
独
立
」
(
一

E
8
2骨
ロ
円
巾
)
の
時
代
か
ら
過
渡
期
的
な
「
相
互
依
存
」

(一口門巾『門日告

g己巾ロ
nm)
と
呼
ば
れ
る
時
代
を
経
て
、
国
家
と
い
う
次
元
を
越
え
た
相
互
浸
透
(
吉
Z
G巾
見
可
丘
一
o
ロ
)
の
時
代
へ
の
変
化
で
あ
る
。

こ
れ
は
世
界
経
済
の
門

ECE--NEOロ
の
流
れ
で
あ
る
。
戦
争
に
よ
る
侵
略
及
び
領
土
の
拡
大
の
意
味
も
急
速
に
薄
れ
つ
つ
あ
り
、
ソ
連
の

I

M
F
へ
の
参
加
が
現
実
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
国
際
政
治
の
世
界
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
対
立
は
衰
退
し
て
い
る

が
、
こ
れ
も
こ
の
現
実
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
取
引
に
関
す
る
法
秩
序
は
、
究
極
的
に
は
国
際
私
法
の
原
則
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
い
ず
れ
か
の
国
の

法
に
そ
の
規
制
を
委
ね
て
き
た
と
い
う
意
味
で
、

-02-日
目
さ
れ
た
国
家
単
位
の
法
に
頼
っ
て
き
た
。
国
際
取
引
に
関
す
る
法
の
統
一
の
必
要

い
く
つ
か
の
重
要
な
分
野
で
統
一
法
条
約
が
作
ら
れ
た
が
、
こ
の
条
約
に
よ
る
統
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
条
約
が
一
つ
で
も

性
が
叫
ば
れ
、

多
く
の
国
に
よ
り
批
准
さ
れ
そ
の
国
内
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
実
質
的
に
同
じ
ル

l
ル
が
普
遍
化
す
る
こ
と
を

ね
ら
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
主
権
国
家
群
の
存
在
と
そ
こ
で
の

Z
E
Z
N目
さ
れ
た
法
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
際
的
な
経
済

交
流
の
姿
の
変
化
の
波
は
、
い
ず
れ
国
際
取
引
に
関
す
る
こ
の
法
秩
序
の
姿
に
も
影
響
を
与
え
な
い
で
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。
最
近
と
み
に

国
家
法
の
枠
を
越
え
て

ha冨
2
3
5
1白
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

四
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
今
日
ま
で

ZE--目
さ
れ
て
い
た
国
際
取
引
に
関
す
る
法
秩
序
が
い
か
な
る
背
景
の
下
に
発
生
し
た
の
か
、
国

際
私
法
原
則
の
介
入
を
も
含
め
そ
の
妥
当
性
は
い
か
な
る
国
際
経
済
社
会
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け

る
こ
と
に
な
っ
た
世
界
の
制
度
的
な
変
化
及
び
そ
れ
ら
を
促
し
た
政
治
的
背
景
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
、
国
際
通
貨
秩
序
や
経
済
秩
序

北法39(5-6・II・483)1723 



説

が
混
乱
し
て
い
る
原
因
を
ま
ず
探
り
た
い
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
う
も
の
と
し
て
、
国
際
法
に
お
け
る
法
的
確

信
の
主
体
の
変
化
の
兆
候
や
法
実
証
主
義
的
発
想
及
び
領
域
主
権
的
発
想
が
後
退
し
つ
つ
あ
る
背
景
を
眺
め
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
・
ロ

1
論

議
の
中
に
厳
格
な
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
を
越
え
た
新
た
な
理
念
論
的
思
考
の
潮
流
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
等
も
眺
め
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

総
合
を
通
じ
て
、
円

Eos-日
目
さ
れ
た
法
と
し
て
の

F
S
冨
2
2
Z江
田
が
既
に
発
生
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
必
然
的
な
流
れ

で
は
な
い
か
と
も
問
い
か
け
巧
勺
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
結
論
を
支
持
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
法
的
考
察
に
止
ま
ら
ず
、
政
治
・
経
済
等
の

分
野
に
お
い
て
も
主
権
国
家
を
中
心
と
し
た
秩
序
が
妥
当
し
な
く
な
っ
て
い
る
現
象
の
背
後
に
あ
る
そ
の
原
因
の
探
求
が
、
本
稿
に
お
い
て

論

不
可
欠
と
な
る
。

(
1
)
R
K
F
C
・
ω・
ω『戸山片片山田

ω00ロ
。
ロ

ω。
i
a
目、白，

FEwha--ロ
芯
円
口
白
巴
O
口
同
】
問
。
門
出
庄
司
門
戸

σロロ
?

N

H

H

田
口
口
同
同
i

可

H
U
∞∞'

(2)
国
家
が
相
互
依
存
を
通
じ
て
「
裸
」
に
な
り
、
国
民
社
会
同
士
が
「
相
互
浸
透
L

を
深
め
る
に
至
る
と
の
視
角
か
ら
統
合
論
的
に
現
代
世
界
を

分
析
す
る
好
著
と
し
て
、
山
本
吉
宣
・
国
際
的
相
互
依
存
(
現
代
政
治
学
叢
書
問
)
(
東
大
出
版
会
、
一
九
八
九
)
参
照
。

(3)
鴨
武
彦
・
山
本
吉
宣
編
・
相
互
依
存
の
理
論
と
現
実
(
有
信
堂
、
一
九
八
八
)
に
お
い
て
、
鴨
教
授
も
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
教
授
が
こ
れ
ま
で

の
世
界
政
治
に
お
い
て
伝
統
的
で
あ
っ
た
「
国
家
中
枢
モ
デ
ル
L

の
前
提
と
な
っ
て
い
た
三
つ
の
前
提
条
件
が
崩
れ
は
じ
め
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
点
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
三
つ
の
前
提
条
件
と
は
「
①
重
要
な
国
際
関
係
は
諸
国
家
間

(
H
政
府
間
)
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
限

定
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
、
②
諸
国
家
は
不
断
に
整
合
さ
れ
た
政
治
的
単
位
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
、
そ
し
て
③
諸
国
家
の
外
交
行
動
を
規
制

す
る
主
要
な
動
機
及
び
目
標
は
す
ぐ
れ
て
政
治
的
軍
事
的
安
全
保
障
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
相
互
依
存
」
と
は
「
国
家
社
会
聞
の

相
互
作
用
の
量
的
特
質
(
た
と
え
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
大
と
か
貿
易
依
存
度
の
高
ま
り
)
が
新
た
に
質
的
な
特
質
(
た
と
え
ば
国
家
聞

の
対
外
行
動
ル

1
ル
の
創
造
と
か
政
治
的
枠
組
み
の
改
変
)
に
転
化
し
発
展
す
る
政
治
力
学
過
程
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
(
三
五
|
三
八
、
二
八

五
頁
)
。
も
っ
と
、
も
、
鴨
教
授
は
、
他
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
前
提
条
件
の
衰
退
の
背
景
に
は
、
国
家
聞
の
力
関
係
の
変
化
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
れ
を

世
界
政
治
に
お
け
る
冷
戦
構
造
の
崩
壊
化
過
程
に
と
も
な
う
「
二
極
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
寸
多
極
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
構
造
変
容
に
求
め
ら
れ
て
い
る

(
三
八
、
三
九
頁
)
。
し
か
し
、
本
書
の
前
版
で
あ
る
「
相
互
依
存
の
国
際
政
治
学
」
(
第
二
版
)
(
一
九
八
二
)
五
二
頁
の
注
日
で
は
、
川
田
侃
・

北法39(5-6・II・484)1724



相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

国
際
関
係
の
政
治
経
済
学
(
新
N
H
K
市
民
大
学
叢
書
2
)
(
一
九
八

O
)
を
重
要
な
文
献
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
「
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
容
は
『
極
』

の
増
大
や
分
散
化
に
の
み
由
来
し
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
背
景
に
政
治
と
経
済
の
交
錯
、
圏
内
的
側
面
と
対
外
的
側
面
と
の
密
接
な
リ
ン

ケ
ー
ジ
:
:
:
[
等
]
の
基
本
的
要
因
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
析
さ
れ
て
い
る
(
同
書
九
四
|
一
二
八
頁
)
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
も
こ
の
視
角
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)
本
稿
で

Fa冨
2
2
Z立
回
と
は
、
国
家
法
を
越
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
国
際
取
引
を
直
接
規
律
す
る
法
の
意
味
で
あ
る
。
契
約
の
「
内

容
」
と
な
る
意
味
で
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
取
引
慣
行
の
中
に
は
、

Z
凶
ヨ
巾
『

g
gユ
国
を
発
生
さ
せ
る
萌
芽
を
含
む
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
は
含
め
な
い
。
国
家
法
秩
序
が
固
ま
る
以
前
の
中
世
に
お
い
て
、
国
境
を
越
え
た
次
元
で
存
在
し
た
商
人
法
会
担
当

B
R
n
y白
ロ
昨
)
の
再
現
と

い
う
側
面
を
重
視
す
れ
ば
、

z
g円
四

M
P
P
R由門
O
円
山
由
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
国
際
取
引
界
に
お
け
る
慣
習
あ
る
い
は
慣
習
法
が
、
国

家
に
よ
る
寸
寛
容
」
を
通
じ
て
国
家
法
の
一
部
と
し
て
う
ま
く
収
容
さ
れ
て
ゆ
く
現
象
は
既
に
生
じ
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
国
家
法
秩
序
の
下
で
、

国
際
取
引
に
固
有
の
規
範
が
国
家
の
裁
判
所
に
よ
り
い
か
な
る
論
理
に
基
づ
き
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(5)
国
際
商
事
仲
裁
の
振
興
と
の
関
係
で
、
国
家
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
宅

-
a
B
R
E
Zユ
白
の
発
生
傾
向
に
つ
い
て
わ
が
国
で
ふ
れ
ら
れ
た
の

は
、
喜
多
川
篤
典
教
授
で
あ
っ
た
が
(
同
「
商
事
仲
裁
」
川
島
武
宣
編
・
法
社
会
学
講
座
6
(岩
波
書
店
、
一
九
七
二
)
所
収
、
同
・
国
際
商
事

仲
裁
の
研
究
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
八
)
に
も
所
収
)
、
欧
米
で
は
多
く
の
学
者
が
こ
れ
を
論
じ
て
き
て
お
り
、
そ
の
存
在
と
発
展
を
支
持
す
る

方
向
で
は

ω
n
F
B
E
Z民
と
の
♀
己
ヨ
田
口
が
特
に
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
存
の
国
家
法
秩
序
と
い
う
制
約
の
下
で
い
か
に
議
論
を
発
展
さ
せ
る

か
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
何
を

-
2
5
R
S
Z江
田
と
把
握
す
る
か
の
問
題
を
含
め
、
そ
の
議
論
は
多
様
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、

こ
れ
ら
の
欧
米
で
の
議
論
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら

-
2
5巾『
g
Z丘
町
凶
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
貴
重
な
研
究
と
し
て
、
多
喜
寛
「
国
際
取
引
法

に
お
け
る

]
Z
B
R
E
Z江
田
の
理
論
(
一
)
(
一
一
)
完
」
法
学
五

O
巻
一
号
四
一
頁
以
下
、
二
号
一
頁
以
下
(
一
九
八
六
)
(
以
下
で
は
多
喜
第
一

論
文
と
し
て
引
用
)
と
、
山
手
正
史

J
2
5
m
R
g江
田
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
ー
そ
の
生
成
と
展
開
お
よ
び
適
用
プ
ロ
セ
ス

|
l
(
一
二
三

完
」
法
学
雑
誌
三
号
五
一
頁
以
下
、
四
号
八
三
頁
以
下
二
九
八
七
)
が
あ
る
。
ま
た
両
氏
は
、
一
九
八
八
年
秋
に
国
際
法
学
会
及
び
私
法
学
会

に
お
い
て
、
寸
国
際
商
慣
習
法
と
法
の
一
般
原
則
」
(
要
旨
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
六
号
一

O
三
頁
)
及
び

J
a
B
R
S
Zユ
白
に
つ
い
て
|
|

国
際
取
引
契
約
規
制
規
範
の
独
自
性
と
そ
の
法
的
性
質
|
|
L
(
要
旨
・
私
法
五
一
号
一
八
九
頁
)
と
し
て
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、
多
喜

教
授
は
「
-
巾

M
E
R
S
Z江
田
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
法
学
五
二
巻
五
号
一

O
八
頁
以
下
二
九
八
八
)
(
以
下
で
は
多
喜
第
二
論
文
と
し
て
引
用
)

と
題
し
て
、

-
a
B
R
S
Zユ
田
の
規
範
的
効
力
発
生
根
拠
の
分
析
を
さ
ら
に
試
み
ら
れ
、
こ
と
に
国
際
商
事
仲
裁
の
分
野
で
「
国
際
商
人
社
会
」
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説

の
超
国
家
的
公
序
を
問
題
と
す
る
傾
向
が
最
近
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
右
の
山
手
論
文
は
、
国
際
取
引
に
固
有
の
自

律
的
秩
序
で
あ
る

-zg巾
円
三
2
U
が
国
家
裁
判
所
に
お
い
て
は
規
範
根
拠
を
国
家
法
の
中
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
矛
盾
を
克
服
す
る
努
力
を

払
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
法
規
範
的
性
格
づ
け
に
つ
き
多
喜
第
二
論
文
一

O
八
l
二
二
頁
で
若
干
の
技
術
的
問
題
点
の
指
摘
を
誘
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
国
際
私
法
原
則
に
よ
る
指
定
を
通
じ
て
は
適
切
に
処
理
し
え
な
い
国
際
的
取
引
形
態
の
発
生
と
、
そ
こ
に
国
家
法
体
系
を
超
え
た

規
範
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
と
の
一
般
的
認
識
及
び
そ
の
ね
ら
う
方
向
に
お
い
て
は
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。

論

II 

「
国
際
」
秩
序
が
前
提
と
し
た
貿
易
中
心
的
秩
序
の
衰
退

(1) 

経
済
交
流
の
中
心
に
貿
易
を
お
い
て
き
た
秩
序

今
日
の
「
国
際
」
秩
序
の
発
生
は
、
産
業
革
命
に
と
も
な
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
の
近
代
的
産
業
国
家
の
形
成
の
頃
に
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。
社
会
的
、
文
化
的
基
盤
が
比
較
的
同
質
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
が
、
相
互
の
合
意
に
よ
る
国
際
秩
序
維
持
の
基
盤
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
近
代
国
家
と
し
て
の
経
済
的
発
展
の
基
盤
を
強
化
し
て
い
っ
た
頃
で
あ
る
。
近
代
的
工
業
の
発
展
に

五
の
主
権
概
念
を
固
め
つ
つ
、

不
可
欠
で
あ
っ
た
資
本
の
結
集
手
段
と
し
て
国
家
単
位
で
株
式
会
社
制
度
が
固
ま
っ
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
り
、
国
家
単
位
の
私
法
体
系
の
形

成
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
こ
の
小
さ
な
「
国
際
」
社
会
で
は
、
比
較
的
同
質
な
社
会
的
・
文
化
的
基
盤

の
中
に
流
れ
る
一
般
原
則
に
つ
い
て
共
通
の
了
解
が
成
立
し
て
い
た
し
、
そ
こ
へ
の
参
入
を
願
今
日
本
、
中
国
、
モ
ロ
ッ
コ
等
の
非
ヨ

l
ロ
ツ

パ
諸
国
は
そ
の
数
に
お
い
て
き
わ
め
て
少
数
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
異
質
の
国
家
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
へ
の
同
化
に
努
力
し
た
結
果
、

国
家
聞
の
合
意
を
中
心
と
し
て
国
際
社
会
の
秩
序
を
維
持
し
、
他
方
で
各
国
が
相
互
に
近
代
的
産
業
国
家
と
し
て
の
発
展
を
競
い
合
う
こ
と

を
通
じ
て
国
際
社
会
全
体
の
発
展
の
レ
ベ
ル
を
も
高
め
る
と
い
う
図
式
の
維
持
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
当
時
の
国
際
間
の
経
済
交
流
は
物
の
移
動
と
い
う
貿
易
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
図
式
の
妥
当
性
を
理
解

-‘困・/、
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す
る
の
に
き
わ
め
て
重
要
な
点
で
あ
る
。
植
民
地
は
た
し
か
に
資
源
と
市
場
を
供
給
し
た
が
、
当
時
の
国
際
社
会
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
そ

れ
も
主
権
国
家
と
し
て
の
植
民
国
の
体
制
の
中
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
貿
易
中
心
の
経
済
発
展
を
考
え
る
国
際
社
会
で
は
、
国
別
の
通
貨
・
金

融
・
経
済
政
策
の
確
立
は
容
易
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
独
立
国
家
の
繁
栄
と
物
の
交
易
を
通
じ
て
世
界
も
発
展
す
る
と
考
え
た
こ
の
よ
う
な

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

小
さ
な
国
際
社
会
で
、
国
際
法
や
金
融
・
経
済
の
理
論
を
含
め
国
家
中
心
的
な
社
会
科
学
の
枠
組
み
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
中
世
に
成
立

し
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
中
で
ひ
と
つ
の
普
遍
性
と
世
界
性
を
備
え
て
い
た
大
学
も
、
近
代
国
家
の
政
治
・
経
済
・
法
制
度
に
つ
い
て
の
国

家
的
な
枠
組
み
が
成
立
す
る
中
で
、
国
家
単
位
の
知
識
体
系
を
支
え
る
制
度
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

七
そ
し
て
、
各
国
に
よ
る
関
税
障
壁
の
引
上
げ
や
為
替
の
切
下
げ
等
に
よ
る
無
秩
序
な
競
争
が
第
二
次
大
戦
の
一
つ
の
引
き
金
と
な
っ

た
と
い
う
反
省
が
、
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
安
定
し
た
為
替
秩
序
の
下
で
健
全
な
貿
易
の
発
展
を
目
指
そ
う
と
す
る
国
際
通
貨
基
金

(
I
M

F
)
協
定
や
「
関
税
お
よ
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
L
(
G
A
T
T
)
の
成
立
を
支
え
た
。
第
二
次
大
戦
後
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
達
が
考
え
た

世
界
の
経
済
秩
序
の
枠
組
み
も
、
や
は
り
物
の
交
易
を
中
心
と
し
た
各
国
の
経
済
交
流
の
発
展
を
前
提
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
秩
序
を
前
提
と
し
て
発
達
し
て
い
た
社
会
科
学
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
公
正
な
貿
易
を
発
展
さ
せ
る
枠
組
み
を
定
め

る
ほ
か
に
、
戦
後
の
復
興
が
進
め
ば
将
来
発
生
す
る
こ
と
が
予
見
で
き
た
よ
り
広
範
な
国
際
的
経
済
交
流
に
対
す
る
国
際
的
規
制
枠
組
み
確

立
の
必
要
性
が
ハ
パ
ナ
憲
章
会
議
で
提
案
さ
れ
、
一
国
の
金
融
・
経
済
政
策
に
左
右
さ
れ
る
圏
内
通
貨
で
あ
る
ド
ル
を
国
際
通
貨
の
基
軸
に

据
え
る
こ
と
の
矛
盾
へ
の
抵
抗
も
存
在
し
た
が
押
さ
え
ら
れ
た
。

(
6
)
石
本
泰
雄
「
国
際
法
の
構
造
転
換
」
横
田
先
生
鳩
寿
祝
賀
・
国
際
関
係
法
の
課
題
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
)
所
収
二
六
頁
は
、
国
際
法
が
も
と

も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
で
あ
り
、
そ
の
後
の
い
わ
ゆ
る
普
遍
化
の
時
期
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
国
家
形
態
を
も
っ
国
家
の
み
が
国
際
法
団

体
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
発
展
の
権
利
」
「
人
類
の
共
同
遺
産
L

な
ど
の
新
し
い
概
念
は
、
国
際
社
会
の
法
生
産
過
程
の
公
準
を

示
す
と
す
る
(
ま
た
、
田
畑
茂
二
郎
・
国
際
社
会
の
新
し
い
流
れ
の
中
で
|
|
一
国
際
法
学
徒
の
軌
跡
|
|
(
東
信
堂
、
一
九
八
八
)
の
石
本
教
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説

授
に
よ
る
紹
介
(
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
五
号
(
一
九
八
八
)
九
七
|
九
八
頁
)
も
参
照
)
。
同
様
の
指
摘
が
、
安
藤
勝
美
「
多
文
化
社
会
と
規

範
の
複
合
性
|
|
発
展
の
国
際
法
の
視
点
よ
り

l
l」
国
際
学
研
究
第
三
号
(
明
治
学
院
論
叢
四
三
六
号
)
(
一
九
八
八
)
二
、
五
頁
に
も
あ
る
。

こ
の
方
向
へ
向
け
て
の
国
際
法
協
会
に
お
け
る
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
「
N
I
E
O
と
I
L
A
l
-
-
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
大
会
に
お
け
る
審

議
|
l
|
」
上
智
法
学
三

O
巻
ニ
・
三
合
併
号
四
一
頁
(
一
九
八
七
)
参
照
。
伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
外
交
的
保
護
行
使
の
コ
ン
テ
キ

ス
ト
で
こ
の
こ
と
を
鮮
明
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
松
田
竹
男
「
現
代
国
際
法
に
お
け
る
在
外
自
国
民
の
保
護
」
松
井
芳
郎
・
木
棚
照
一
・
加

藤
雅
信
編
・
国
際
取
引
と
法
(
名
大
出
版
会
、
一
九
八
八
)
三
四
五
頁
以
下
所
収
(
本
書
の
紹
介
(
曽
野
)
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
八
巻
一
号
一
六

九
頁
ご
九
八
九
)
)
参
照
。
大
沼
保
昭
教
授
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
思
想
に
あ
っ
た
普
遍
性
は
他
の
文
明
圏
を
も
含
む
全
地
球
規
模
の
普
遍
性
を

意
味
せ
ず
、
欧
州
列
強
に
よ
る
世
界
植
民
地
化
の
過
程
で
、
あ
る
べ
き
国
際
秩
序
を
理
論
づ
け
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
営
ん
だ
こ

と
を
指
摘
す
る
。
大
沼
保
昭
編
・
戦
争
と
平
和
の
法
|
|
フ

1
ゴ
1
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
戦
争
、
平
和
、
正
義

l
l
(東
信
堂
、
一
九
八

七
)
五
八
八
、
五
八
九
頁
(
本
書
の
紹
介
(
田
畑
茂
二
郎
)
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
五
号
八
八
頁
以
下
こ
九
八
七
)
)
。

(7)
武
者
小
路
教
授
は
、
同
「
世
界
秩
序
の
脱
西
欧
化
|
|
と
く
に
知
的
交
流
の
な
か
で
|
|
」
武
者
小
路
公
秀
・
白
井
久
和
編
・
転
換
期
世
界
の

理
論
的
枠
組
み

H
(脱
国
家
的
イ
シ
ュ
!
と
世
界
政
治
)
(
有
信
堂
、
一
九
八
七
)
所
収
に
お
い
て
、
西
欧
国
家
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
教
育
制
度

と
し
て
の
大
学
は
、
と
く
に
覇
権
諸
国
に
お
い
て
一
定
の
学
問
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
的
に
も
覇
権
を
確
立
す
る
役
割
を

担
う
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
(
一
二
二
八
頁
)
、
こ
れ
を
越
え
た
新
た
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
の
国
際
的
知
的
交
流
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
論

じ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
デ
リ
ツ
ク
・
ボ
ク
学
長
は
、
最
近
ア
メ
リ
カ
の
諸
大
学
で
産
業
領
域
の
科
学
的
知
識
の
重
要
性
の

高
ま
り
に
応
じ
て
留
学
生
の
研
究
室
閉
め
出
し
の
動
き
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
警
告
を
発
し
、
大
学
は
本
来
人
類
す
べ
て
に
対
し
て
責
任

を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
圏
内
の
利
益
の
み
に
奉
仕
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
同
「
象
牙
の
培
を
越
え
て
」
(
友
田
泰
正
訳
)
吋

E
z
g

ロ0
・
5
S
1
N
三
ニ
頁
。
な
お
本
論
か
ら
離
れ
る
が
、
私
も
、
大
学
の
新
た
な
使
命
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
「
生
々
し
い
利
害
が
渦

ま
く
現
実
社
会
に
お
け
る
種
々
の
対
応
が
交
錯
す
る
世
界
に
あ
っ
て
、
指
標
な
く
し
て
行
き
着
く
先
の
沈
没
を
避
け
る
た
め
、
即
物
的
な
利
害
を

越
え
、
人
類
の
将
来
に
と
っ
て
の
雄
大
な
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
求
め
、
そ
れ
を
長
期
的
指
標
と
し
て
社
会
に
示
す
作
業
を
な
し
得
る
場
が
大
学
で

あ
る
。
大
学
に
お
け
る
教
育
に
お
い
て
、
若
い
理
想
と
情
熱
に
燃
え
得
る
世
代
に
、
社
会
へ
の
即
物
的
な
対
応
策
の
み
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
人

類
の
夢
か
ら
の
逆
行
で
あ
ろ
う
。
相
互
浸
透
の
時
代
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
既
存
の
秩
序
の
枠
組
み
の
中
で
の
研
究
基
点
へ

の
回
帰
を
前
提
と
し
た
、
出
張
的
な
「
国
際
的
」
学
術
交
流
の
姿
勢
を
乗
り
越
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
自
国
の
大
学
と

論
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相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

の
発
想
自
体
の
払
拭
が
ま
ず
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
」
昭
和
六
三
年
度
北
大
法
学
部
公
開
講
座
「
い
ま
大
学
は
:
:
:
」
第
五
回
及
び

同
テ
キ
ス
ト
一
七
頁
。

(
8
)
G
A
T
T
自
体
が
、
先
進
国
主
導
型
の
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
拙
著
・
多
国
籍
企
業
問
題
入
門
|
|
既
存
社
会
科
学
秩
序
へ
の
挑
戦

l
i
(
青
林
書
院
、
一
九
七
八
)
一

O
四
l
一
一
五
頁
参
照
。

(9)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
指
導
者
達
が
、
戦
後
の
政
治
的
・
軍
事
的
安
定
性
の
前
提
条
件
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
指
向
の
世
界
経
済
秩
序
を
支
え
よ
う
と
し

た
こ
と
に
つ
き
、
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ド
ソ
ン
(
佐
藤
和
男
訳
)
・
新
国
際
経
済
秩
序
l
|
世
界
経
済
の
亀
裂
と
再
築
|
|
(
世
界
日
報
社
、
一
九
八

O
)

一
七
l
二
六
頁
参
照
。
な
お
、
本
書
は
、
訳
者
あ
と
が
き
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
国
際
経
済
秩
序
と
い
う
語
を
単
な
る
南
北
の
対
立
に

焦
点
を
絞
ら
ず
に
、
東
西
問
題
と
南
北
問
題
の
連
動
を
も
考
慮
し
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
経
済
的
独
立
へ
の
流
れ
の
中
に
新
秩
序
を
求
め
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
(
三
五

O
頁
)
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
国
際
通
貨
体
制
の
特
徴
を
、
金
本
位
制
か
ら
米
国
の
財
務
省
証
券
本
位
制
へ
の
変
化
(
資

産
貨
幣
か
ら
負
債
貨
幣
へ
の
流
れ
、
そ
し
て
、
米
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、
債
権
国
志
向
か
ら
債
務
国
志
向
に
よ
る
繁
栄
)
と
把
握
し
、
変
動
相
場

制
の
下
で
、
こ
れ
が
崩
れ
そ
う
な
状
況
で
は
、
ア
メ
リ
カ
本
位
の
観
点
か
ら
は
、
ド
ル
代
替
物
の
出
現
を
中
絶
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

同
書
三
五
|
四
一
二
、
一
二
六
一
二
九
、
三

O
四
、
三
一
七
、
三
一
二
三
二
二
、
三
三

O

三
三
三
頁
等
参
照
。
国
際
通
貨
論
的
視
角
か
ら
国

際
関
係
を
と
ら
え
る
内
容
の
充
実
し
た
好
著
で
あ
り
、
佐
藤
教
授
の
問
題
意
識
と
も
合
致
し
て
訳
も
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
。

(2) 

ブ
レ
ト
ン
ウ
ツ
ズ
体
制
の
崩
壊

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
経
済
力
を
回
復
し
欧
州
経
済
共
同
体
が
一
九
五
九
年
に
発
足
し
た
頃
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
い

く
ら
乱
発
し
て
も
必
ず
米
国
製
品
の
買
い
付
け
と
し
て
米
国
に
還
流
す
る
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
た
ド
ル
が
、
必
ず
し
も
米
国
製
品
を
求
め

な
く
な
り
、
経
済
復
興
を
回
復
し
た
西
欧
の
中
央
銀
行
か
ら
米
国
に
対
す
る
ド
ル
と
金
と
の
交
換
要
求
が
現
実
の
可
能
性
と
な
り
始
め
る
。

さ
ら
に
、
欧
州
経
済
共
同
体
成
立
を
契
機
と
し
て
米
国
企
業
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
市
場
維
持
の
た
め
直
接
投
資
に
よ
る
現
地
法
人
設
立

の
動
き
を
強
め
、
ド
ル
の
先
行
き
不
安
が
米
国
に
戻
ら
な
い
ユ
l
ロ
・
ダ
ラ

1
市
場
の
成
立
と
そ
の
拡
大
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
は
ベ
ト

^ 
と
こ
ろ
が
、
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説

ナ
ム
戦
争
に
よ
る
ド
ル
の
海
外
へ
の
一
層
の
流
出
と
い
う
事
態
が
続
く
。
そ
こ
で
、
西
欧
の
中
央
銀
行
は
プ
レ
ト
ン
ウ
ツ
ズ
体
制
を
守
る
た

め
そ
の
基
軸
通
貨
で
あ
る
ド
ル
の
防
衛
に
協
力
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
米
国
に
対
す
る
ド
ル
と
金
と
の
交
換
要
求
を
控
え
る
と
の
合
意
の

ほ
か
、
一
九
六
八
年
に
な
る
と
つ
い
に
制
度
と
し
て
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
金
の
二
重
価
格
制
に
合
意
し
た
。
そ
し
て
、
国
際
流
動
性
の
補
給

は
ド
ル
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
矛
盾
の
緩
和
策
と
し
て
、
一
九
六
九
年
に
は

S
D
Rも
他
方
で
は
案
出
し
た
。

九
し
か
し
な
が
ら
、
貿
易
収
支
の
み
を
眺
め
れ
ば
ま
だ
黒
字
で
あ
っ
た
一
九
六

0
年
代
の
米
国
が
、
貿
易
に
つ
い
て
す
ら
赤
字
基
調
と

な
る
に
到
っ
て
ニ
ク
ソ
ン
は
、
一
九
七
一
年
八
月
一
五
日
の
一
方
的
声
明
で
ド
ル
と
金
と
の
交
換
停
止
と
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
輸
入
課
徴
金

の
賦
課
(
実
質
的
に
は
ド
ル
の
切
下
げ
)
を
宣
言
し
、
プ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
は
事
実
上
崩
壊
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
、
為
替
レ

l
ト

再
調
整
の
国
際
的
努
力
は
実
ら
ず
、
一
九
七
三
年
二
月
末
よ
り
今
日
の
変
動
相
場
制
へ
と
移
行
し
、
一
九
七
八
年
に
は

I
M
F協
定
も
こ
の

状
況
を
追
認
す
る
形
で
改
訂
さ
れ
て
、
金
及
び
ド
ル
は
制
度
上
も
国
際
通
貨
の
基
軸
か
ら
は
ず
さ
れ
た
。

一
O

と
こ
ろ
で
、
欧
州
経
済
共
同
体
の
成
立
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
米
国
か
ら
の
輸
出
に
専
念
し
て
い
た
米
国
企
業
の
多
く
が
、

一
九
六

0
年
代
に
入
る
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
直
接
投
資
に
よ
る
現
地
生
産
方
式
で
の
市
場
の
維
持
拡
大
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
そ

論

れ
ま
で
の
貿
易
を
中
心
と
し
た
国
家
間
で
の
物
の
移
動
と
い
う
国
際
的
経
済
交
流
の
図
式
が
大
き
く
塗
り
か
え
ら
れ
る
重
要
な
起
点
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、
こ
の
進
出
は
当
時
の

I
M
F協
定
に
支
え
ら
れ
た
高
い
為
替
レ

l
ト
の
ド
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
海
外
で
活
動
す
る

米
国
企
業
に
対
す
る
米
国
司
法
省
に
よ
る
独
禁
法
の
い
わ
ゆ
る
域
外
適
用
に
よ
る
規
制
の
試
み
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
か
ら
の
主
権
侵
害
と
の

反
発
を
前
に
し
て
弱
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
一
九
六
八
年
の
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
に
よ
る
有
名
な

-
A
S
E
?
の
O

図
。

B
巾
ョ
と
の
非
難
の
発
生
す
る

噴
に
は
、
米
国
企
業
の
巨
大
化
は
達
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
米
国
一
辺
倒
に
よ
る
戦
後
の
復
興
が
終
わ
り
徐
々
に
国
際
収
支
の
改
善
に

成
功
し
た
日
本
を
含
む
西
欧
諸
国
の
企
業
も
、
海
外
へ
の
直
接
投
資
活
動
を
開
始
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
貿
易
を
中
心
と
し
た
物
の
移
動
を

中
心
に
し
て
描
か
れ
て
き
た
世
界
経
済
秩
序
の
図
式
は
、
圏
内
通
貨
の
ド
ル
を
国
際
基
軸
通
貨
と
す
る
矛
盾
の
露
呈
を
防
ぐ
た
め
、
西
欧
の
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中
央
銀
行
が
ド
ル
防
衛
へ
の
協
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
頃
既
に
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
多
国
籍
企
業
に
よ
る
活
動
の
弊
害

面
が
国
連
で
も
論
じ
ら
れ
始
め
た
一
九
七
一
年
に
な
る
と
、
阜
く
も
外
国
企
業
の
直
接
投
資
に
よ
る
現
地
で
の
総
生
産
額
は
貿
易
を
通
じ
て

の
物
の
移
動
の
総
額
を
抜
い
た
。

(
叩
)
海
外
に
蓄
積
さ
れ
た
ド
ル
と
米
国
の
金
の
保
有
量
が
つ
い
に
一
致
し
た
頃
、
エ
ー
ル
大
学
の
ロ
パ

1
ト
・
ト
リ
フ
イ
ン
教
授
は
有
名
な
吋
回
開

。
。
戸
〉
回
打
開
訪
問
的

(
J
E
Z
巴
巳
4
・
-
J
・
冊
目
的
・
回
虫
色
)
で
国
際
通
貨
体
制
の
将
来
に
警
告
を
発
し
た
が
、
そ
れ
以
後
一
九
七
一
年
に
至
る
道
程
は
そ

の
正
し
さ
を
証
明
し
た
。

(
日
)
こ
れ
ら
が
必
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
拙
著
(
前
掲
注
8
)

四

一
三
六
|
一
五
四
頁
参
照
。

(3) 

直
接
投
資
及
び
資
本
移
動
の
自
由
の
巨
大
な
イ
ン
パ
ク
ト

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

と
こ
ろ
で
、
貿
易
を
中
心
と
し
た
そ
れ
ま
で
の
図
式
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
に
と
っ
て
、
経
済
協
力
開
発
機
構

(
O
E
C

D
)
を
中
心
と
し
た
西
欧
先
進
諸
国
が
、

G
A
T
T
の
下
で
の
公
平
な
貿
易
の
促
進
を
考
え
つ
つ
、
他
方
で
戦
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

直
接
投
資
の
自
由
を
国
際
的
経
済
交
流
の
理
念
と
し
て
求
め
、
さ
ら
に

I
M
F
協
定
も
資
本
移
動
の
自
由
を
そ
の
理
想
と
し
た
点
は
き
わ
め

て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
た
な
二
つ
の
自
由
の
実
践
を
可
能
と
さ
せ
勇
気
づ
け
る
状
況
の
出
現
が
、

一
九
七
一
年
八
月
の
ニ
ク
ソ

ン
声
明
を
招
い
た
背
景
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
直
接
投
資
の
増
大
に
は
、
交
通
・
通
信
手
段
の
発

展
と
と
も
に
、
植
民
地
か
ら
の
独
立
を
達
成
し
た
多
数
の
途
上
国
の
国
際
社
会
へ
の
登
場
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
興
国
は
、

植
民
地
当
時
の
先
進
国
に
対
す
る
単
な
る
原
材
料
の
提
供
と
完
成
製
品
の
輸
出
先
市
場
と
し
て
の
彼
ら
の
地
位
を
拒
絶
し
、
雇
用
を
増
大
し

技
術
の
導
入
に
も
つ
な
が
る
現
地
で
の
原
材
料
へ
の
加
工
を
も
含
む
直
接
投
資
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
変

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
社
会
は
、
依
然
と
し
て
貿
易
を
中
心
に
据
え
た
発
想
に
基
づ
く
伝
統
的
な
対
応
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

北法39(5-6・11・491)1731



説

ま
ず
、
戦
後
の

I
M
F
協
定
の
下
で
の
固
定
相
場
制
の
採
用
は
、
為
替
切
下
げ
競
争
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
り

G
A
T
T
と
と
も
に
公

正
な
貿
易
秩
序
の
基
盤
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
各
国
の
国
際
収
支
の
採
り
方
や
考
え
方
も
、
貿
易
を
中
心
と
し
て
相
互
に

交
流
し
あ
う
通
貨
主
権
を
有
し
自
己
完
結
的
な
独
立
国
家
像
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
直
接
投
資
及
び
資
本
移
動
の
自
由
の
実
践

が
進
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
貿
易
を
中
心
と
し
た
時
代
に
関
係
国
の
経
済
力
や
通
貨
の
実
力
を
図
る
尺
度
と
し
て
考
え
ら
れ
た
国
単
位
の
国

際
収
支
の
採
り
方
は
、
形
骸
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
直
接
投
資
の
自
由
が
実
践
さ
れ
、
た
と
え
ば
企
業
が
輸
出
に
か
え
て
現
地

生
産
に
よ
る
進
出
の
方
針
に
切
り
換
え
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
現
地
生
産
は
国
際
収
支
に
は
反
映
し
な
く
な
る
し
、
進
出
先
か
ら
の
逆
輸
入
が

な
さ
れ
れ
ば
、
国
際
収
支
へ
の
反
映
は
こ
れ
ま
で
の
逆
に
な
る
。
進
出
先
か
ら
第
三
国
に
輸
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
二
国
の
国
際
収
支
の
み

が
影
響
を
受
け
る
。

論

ま
た
、
ニ
ク
ソ
ン
声
明
後
に
お
け
る
西
欧
諸
国
の
通
貨
当
局
の
対
応
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
二
つ
の
自
由
の
実
践
可
能

状
態
の
急
速
な
出
現
と
い
う
変
化
は
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
七
一
年
一
二
月
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
定
で
は
や
は
り
新
た
な
固
定
相
場

レ
l
ト
が
模
索
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
努
力
が
成
功
し
な
い
ま
ま
一
九
七
三
年
に
変
動
相
場
制
に
突
入
し
て
か
ら
も
、
各
国
の
貿
易
量
の
変
動

が
為
替
レ

l
ト
の
自
動
的
な
調
節
を
招
く
と
の
発
想
の
下
に
、
政
府
に
よ
る
介
入
の
な
い
己

g口
町
吉
え
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
そ
の
頃
は
直
接
投
資
の
自
由
の
下
で
国
際
的
に
巨
大
化
し
た
企
業
の
巨
額
の
流
動
資
産
は
、
資
金
移
動
の
自
由
を
享
受
し
は

じ
め
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
発
足
し
た
変
動
相
場
制
は
、
既
に
単
な
る
商
品
と
化
し
て
い
た
金
の
み
な
ら
ず
各
国
通
貨
を
も

投
機
の
対
象
と
し
て
弄
ば
れ
る
よ
う
に
す
る
基
盤
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
は
変
動
相
場
制
に
つ
い
て
の
初
期
の
巳

g口
出
。
巳
論
議

は
も
は
や
聞
か
れ
ず
、
各
国
通
貨
当
局
に
よ
る
協
調
介
入
を
中
心
と
し
た
号
室
巳
包
同
Z
E
が
む
し
ろ
「
当
然
」
と
さ
れ
て
い
引
が
、
民
間

に
あ
る
巨
大
な
資
金
の
一
部
が
一
気
に
動
け
ば
各
国
通
貨
当
局
に
よ
る
「
防
衛
」
の
可
能
性
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
と
同
じ
く
貿
易
を
中
心
と
し
た
世
界
を
想
定
し
て
発
足
し
た
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
経
済
の
制
度
的
メ
カ
ニ

四
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そ
の
後
の
前
提
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
の
発
想
に
よ
る
伝
統
的
対
応
方
法
を
起
点
と
し
た
処
理
で
終
始
し
て
き
た
。
大
戦

の
結
果
、
米
国
が
世
界
経
済
の
中
心
と
な
っ
た
戦
後
十
数
年
間
の
異
常
期
の
終
了
と
と
も
に
、
戦
後
新
た
に
加
わ
っ
た
新
た
な
二
つ
の
自
由

と
そ
の
実
践
が
米
国
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
時
代
に
入
っ
て
も
、
主
権
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
中
核
と
し
た
制
度
的
枠
組
み

の
限
界
に
つ
い
て
の
疑
問
は
正
面
か
ら
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
七

0
年
代
に
世
を
賑
わ
し
た
多
国
籍
企
業
の
「
横
暴
」
は
、
次

に
述
べ
る
よ
う
に
国
際
的
経
済
活
動
に
対
す
る
国
家
を
中
心
と
し
た
対
応
の
制
度
的
限
界
を
示
す
現
象
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も
企

業
へ
の
非
難
と
い
う
感
情
論
に
よ
る
反
発
が
先
行
し
た
の
で
あ
る
。

ズ
ム
は
、

相互浸透の時代におげる「国際」秩序の衰退

(ロ
)
4
0円
包
関
口
問
。
。
仏
印
ヨ
包
巾
回
二
5
5巾
J

叶
}
再
開
g
z
o呂
田
印
グ
品
』
己
ぞ

E
g
-
田仲間
y
E
は
、
世
界
的
企
業
に
よ
る
製
造
拠
点
の
配
置
決
定
如
何

に
よ
り
変
化
す
る
国
際
収
支
の
取
り
方
を
時
代
遅
れ
と
し
、
日
米
貿
易
を
取
り
上
げ
て
、
米
国
資
本
系
か
ら
の
日
本
人
の
購
入
を
加
え
て
眺
め
れ

ば
、
日
本
が
外
国
製
品
に
対
し
て
閉
鎖
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
判
ら
な
く
な
る
と
し
て
、
興
味
あ
る
デ
1
タ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

N
H
K
ス
ー

パ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
「
ア
メ
リ
カ
経
済
は
再
生
す
る
か
」
(
一
九
八
九
・
一
・
三
、
同
三
・
一
九
(
再
)
)
に
お
い
て

M
I
T
の
レ
ス
タ
l
・
サ
ロ

1

教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
車
を
現
地
生
産
し
て
売
り
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
輸
出
し
て
い
な
い
こ
と
、
ド
イ
ツ
の
化
学
会
社
は
ア
メ
リ
カ

で
作
っ
て
ド
イ
ツ
へ
「
輸
出
」
し
、
日
本
も
ア
メ
リ
カ
で
車
を
作
っ
て
日
本
へ
「
輸
出
」
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
世
界
の
変
化
を
強
調
す

る

(
N
H
K経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
・
訳
・
九

0
年
代
世
界
は
ど
う
動
く
(
一
九
八
九
)
八
八
頁
)
。
河
。
宮
ス
∞
河
包
門
戸
打
。
弓
号
え
宮
口
出

E

Z
丘一。ロ

-
o
u
z
m
s
z。・
8
3
S
U
)
匂
匂

-
N
2
8
G
・
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
り
、
世
界
経
済
の
一
体
化
と
と
も
に
、
国
家
を
基
準
と
し
た
尺

度
は
関
連
性
を
有
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
国
家
と
企
業
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
る
こ
と
自
体
が
、
全
体
と
し
て
資
源
の
非
効
率
的
な
活
用
と
な

る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
輸
出
型
国
家
と
外
国
直
接
投
資
型
の
国
と
を
区
別
せ
ず
に
国
際
収
支
と
い
う
第
二
次
大
戦
以
前
か
ら
の
貿
易
中
心
的
思

考
に
基
づ
く
画
一
的
判
断
基
準
に
よ
っ
て
眺
め
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
(
前
掲
注
8
)

一
四
八
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
こ
の
動
き
が
銀
行
と
証
券
と
の
機
能
的
な
違
い
を
薄
め
る
結
果
を
も
導
い
て
い
る
。
上
記
の

N
H
K
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
マ
ル
チ
ン
・
フ
エ
ル

ド
シ
ュ
タ
イ
ン
全
米
経
済
研
究
所
長
の
発
言
も
参
照
。
ま
た
盛
田
昭
夫
氏
は
、
吋
宮
吋
E
E
J弓
白
〈
巾
出
口
門
ご
Z
ω
E
E
z
m
ω
E匂
l
、H，Z
F
)
-巾
O
『

吾
叩
同
ロ
門
古
田
仲
ユ
丘
町
田
仲
山
口
円
安
凶
の
Z
H
・『巾口同開円。ロ
C
S
F
n
(
U
ユ凹目白

|.ωUAUWE口問。同』即日)釦同
f

〈。目・市
Y

ロ
。
・
∞
∞
(
呂
∞
∞
)
旬
開
}
・
吋
巾
丹
∞
巾
0

・
に
お
い
て
、
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説

通
貨
が
長
期
の
事
業
計
画
確
立
の
際
の
尺
度
に
な
ら
な
く
な
っ
た
現
状
と
毎
日
二

O
O
O億
ド
ル
の
外
為
ゲ
l
ム
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
ビ

ジ
ネ
ス
が
非
生
産
的
な
活
動
に
走
る
傾
向
を
、
沈
み
つ
つ
あ
る
船
中
で
の
ポ
ー
カ
ー
姿
に
た
と
え
て
い
る
。
同
様
の
記
述
は
、
ス

l
ザ
ン
・
ス
ト

レ
ン
ジ
(
小
林
裏
治
訳
)
・
カ
ジ
ノ
資
本
主
義
|
|
国
際
金
融
恐
慌
の
政
治
経
済
学
|
|
(
岩
波
、
一
九
八
八
)
(
た
だ
し
、
副
題
は
訳
者
が
付
し

た
も
の
)
の
冒
頭
と
最
後
に
も
あ
る
。
な
お
、
本
書
は
、
前
世
紀
末
ゲ
オ
ル
グ
・
ジ
ン
メ
ル
は
本
質
的
中
立
性
を
も
っ
貨
幣
を
信
頼
の
表
現
と
と

ら
え
て
い
た
が
、
現
在
の
世
界
の
通
貨
シ
ス
テ
ム
は
不
信
を
伝
染
病
の
よ
う
に
拡
大
す
る
大
震
源
地
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
(
一
四
七
|
一
五
一

頁
)
。
そ
し
て
、
一
九
八

0
年
代
に
は
金
融
先
物
取
引
が
商
品
先
物
取
引
に
取
っ
て
代
わ
り
、
誰
も
が
僅
か
な
即
時
の
利
益
を
あ
げ
る
た
め
に
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
を
変
え
る
の
に
忙
し
い
と
す
る
(
一
六
一
ニ
ー
ー
一
六
六
頁
)
。

(
U
)
こ
れ
は
通
貨
主
権
を
通
じ
て
の
規
制
力
を
守
ろ
う
と
す
る
各
国
通
貨
当
局
側
の
論
理
と
し
て
は
「
当
然
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き

W
・マ

イ
ケ
ル
・
ブ
ル
メ
ン
ソ

I
ル
(
小
林
義
彦
訳
)
「
世
界
経
済
と
技
術
変
化
」
吋
自
2
0
印・

5
・
E
器
巴
四
七
、
四
九
、
五

O
頁
は
、
巨
大
な
真
の

世
界
資
本
市
場
が
成
立
し
そ
こ
で
の
自
由
な
資
本
移
動
が
起
こ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
国
の
中
央
銀
行
や
大
蔵
省
は
、
介
入
に
よ
り
通

貨
の
防
衛
が
で
き
、
マ
ネ
!
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
含
め
金
融
政
策
は
国
単
位
で
運
営
で
き
る
と
の
国
家
主
権
へ
の
幻
想
を
ま
だ
抱
い
て
い
る
と
す

る
。
な
お
、
米
国
の
財
政
赤
字
の
現
状
で
は
、
日
本
や
西
独
が
米
国
の
財
務
省
証
券
を
買
う
か
否
か
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
生
命
が
決
ま
る
状
態

と
な
っ
て
い
る
が
、
通
貨
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
買
わ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
両
国
が
追
い
込
ま
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
米
国
の
財
政
赤
字

が
世
界
経
済
の
潤
滑
油
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
論
理
も
、
一
九
六
八
年
当
時
に
お
い
て
金
の
二
重
価
格
制
を
考
え
て
ブ
レ
ト
ン
ウ
ツ
ズ
体
制
を
守

ろ
う
と
し
た
当
時
の
状
況
に
似
る
。
ハ
ド
ソ
ン
前
掲
書
(
注
9
)
三
三
七
頁
及
び
前
掲
セ
ミ
ナ
ー
(
注
ロ
)
で
の
サ
ロ

l
教
授
の
発
=
一
一
口

(
N
H
K

編
・
訳
八
六
、
九

O
頁
〉
も
参
照
。

(
日
)
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
伝
統
的
発
想
に
根
ざ
し
た
為
替
レ

l
ト
論
を
続
け
る
こ
と
へ
の
疑
問
に
つ
き
、
拙
稿
「
E
F
T
の
進
展
が
顕
在
化

さ
せ
る
国
際
通
貨
体
制
の
矛
盾
|
|
古
き
貿
易
中
心
時
代
の
発
想
に
よ
る
対
応
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
|
|
」
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム

(
F
I
S

C
)
三
九
号
五
六
頁
(
一
九
八
七
)
及
び
注
M
参
照
。

(同
)
H
N
O∞
何
回

4
0
・

5
0
E
Z開
除
吉
田

E
ω
-
z
g・
2
語
Z
z
u
E叶
何
回
目

E
Z
E
Z
B
1
4司
O
同

F
o
g
s
-
2
2
吋

E
Z也、
g
z
i
p
-
2
Z

切

g
d
s・
5
コ
)
℃
℃
・
ω
∞
l
S
は
、
政
治
学
者
は
国
家
の
「
権
力
」
の
側
面
に
向
か
う
傾
向
が
あ
り
、
経
済
学
者
は
正
確
で
優
雅
な
説
明
を
与
え

る
た
め
に
、
こ
の
「
権
力
」
や
国
際
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
変
化
の
側
面
に
関
心
を
払
わ
な
い
と
し
て
、
通
貨
問
題
と
政
治
と
の
関
連
性
を
強
調
し
、

通
貨
の
政
治
へ
の
絡
み
を
簡
単
で
は
あ
る
が
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
ス
ト
レ
ン
ジ
・
カ
ジ
ノ
資
本
主
義
(
前
掲
注
目
)
九
三

l
九

論
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八
、
一

O
三
頁
は
、
右
の
書
が
、
一
九
七
一
年
の
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
の
崩
嬢
」
を
結
局
ア
メ
リ
カ
権
力
の
衰
退
の
せ
い
に
し
て
い
る
点

を
取
り
上
げ
て
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
権
力
が
失
わ
れ
た
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
は
他
の
国
家
に
対
し
て
で
は
な
く
て
市
場
の
力
に
対
し
て

で
あ
っ
た
と
し
て
、
権
力
の
意
味
を
完
全
に
誤
解
し
て
お
り
ま
た
不
正
確
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
出
身
の
ス
ト
レ
ン
ジ
教

授
は
、
キ
ン
ド
ル
パ

i
ガ
l
や
ギ
ル
ピ
ン
等
の
世
界
通
貨
史
に
関
す
る
覇
権
論
者
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ロ
パ

l
ト
・
ト
リ
フ
ィ
ン

(
本
稿
注
目
参
照
)
の
例
外
を
除
い
て
は
、
大
多
数
の
国
際
政
治
・
経
済
の
解
説
者
は
現
象
面
を
眺
め
た
後
の
後
智
恵
の
発
雷
同
が
多
い
と
皮
肉
る
。

た
だ
し
、
ハ
ド
ソ
ン
の
著
書
に
関
す
る
注
9
と
、
同
書
の
三

O
七
頁
参
照
。
な
お
、
国
際
経
済
法
体
系
化
の
視
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
公
法
と
私
法

の
峻
別
の
困
難
な
こ
と
を
説
き
、
国
際
経
済
は
国
家
の
次
元
を
超
越
す
る
現
象
で
あ
り
、
国
際
経
済
法
は
そ
れ
ゆ
え
国
家
超
越
的
な
法
と
な
る
傾

向
を
も
っ
と
す
る
ゲ
オ
ル
ク
・
エ
ル
ラ
1
教
授
は
、
同
(
佐
藤
和
男
訳
て
国
際
経
済
法
の
基
本
問
題
(
嵯
峨
野
書
院
、
一
九
八
九
(
原
著
一
九
五

六
)
)
で
、
国
家
が
唯
一
の
国
際
法
的
な
主
体
で
あ
る
と
の
権
利
主
張
を
保
持
し
え
た
の
は
、
国
家
が
そ
の
活
動
を
政
治
的
領
域
に
限
定
し
、
世
界

的
で
広
域
的
な
経
済
の
領
域
に
は
及
ぼ
さ
な
い
(
政
治
と
経
済
の
分
離
)
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
(
二
三
、
三
四
i
三
五
頁
)
。

本
稿
注
目
も
参
照
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(4) 

。。

-R丘
町
三
日
。
ロ
を
促
進
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
活
動
と
国
家

直
接
投
資
と
資
本
移
動
の
自
由
の
実
践
可
能
状
態
の
出
現
は
、
企
業
を
し
て
世
界
を
一
つ
の
市
場
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
可
能

と
さ
せ
る
。
他
方
、
企
業
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
貿
易
に
よ
る
経
済
交
流
が
中
心
で
あ
っ
た
頃
に
確
立
さ
れ
た
国
家
単
位
の
制
度

と
規
制
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
国
別
の
経
済
法
、
労
働
法
、
税
法
、
会
社
法
等
に
支
え
ら
れ
た

]
0
2
}
一
見
さ
れ
た
秩
序
が
あ
り
、
企
業
が
直
接

投
資
先
を
決
定
す
る
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
多
く
が
ゲ

1
ム
展
開
の
た
め
の
考
慮
要
因
と
し
て
企
業
の
前
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ

ゆ
る
同
宮
町
宮
自
国
や
便
宜
置
籍
船
国
等
が
い
か
に
他
国
の
政
策
遂
行
に
思
わ
し
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
も
、
各
国
が
い
か
な
る
政
策
を

と
る
か
は
主
権
国
家
と
し
て
の
専
権
事
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

g
H
F
2
2
国
等
の
存
在
を
眺
め
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン

五

ド
ン
、

そ
し
て
東
京
の
オ
フ
・
シ
ョ
ア
金
融
市
場
の
創
設
の
よ
う
に
、

S
M
Y
2
2
的
な
も
の
を
自
ら
身
近
に
作
り
上
げ
て
監
視
し
活
用
す
る
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説

と
い
っ
た
方
法
が
先
進
国
で
考
案
さ
れ
る
ほ
ど
、
国
家
側
に
お
け
る
同
一
線
上
の
思
考
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
る
。

一
六
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
自
国
内
の
企
業
活
動
と
外
国
に
お
け
る
活
動
と
の
牽
連
性
を
把
握
し
て
規
制
を
有
効
に
行
お
う
と
し
て
も
、

資
料
蒐
集
に
は
他
国
の
主
権
が
立
ち
は
だ
か
り
、
自
発
的
に
企
業
が
外
国
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
と
き
に
は
そ
れ
を
罰
則
で
押
さ

え
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
国
家
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
領
域
的
制
限
の
発
想
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
も
各
国

の
立
法
管
轄
に
関
し
て
の
み
で
、
領
域
を
越
え
た
行
政
的
執
行
管
轄
に
つ
い
て
は
領
域
主
権
的
制
約
が
健
在
で
あ
る
。
産
業
革
命
以
後
に
固

ま
っ
た
「
国
際
」
秩
序
の
下
で
の
国
別
の
制
度
と
規
制
は
、
国
境
を
知
ら
な
い
企
業
活
動
に
よ
っ
て
自
ら
の
政
策
実
行
の
限
界
を
と
き
に
は

知
ら
さ
れ
な
が
ら
、
利
潤
の
最
大
化
に
奉
仕
す
る
面
白
い
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
七
し
か
も
、
社
会
的
、
文
化
的
基
盤
が
比
較
的
同
質
で
あ
っ
た
頃
の
「
国
際
」
社
会
で
、
合
意
を
通
じ
て
秩
序
を
維
持
し
て
い
く
た

め
の
基
礎
に
あ
っ
た
主
権
概
念
は
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
植
民
地
の
独
立
も
あ
っ
て
他
国
か
ら
の
干
渉
排
除
を
正
当
化
す
る
た
め
の
自
衛
的

概
念
と
し
て
重
心
を
移
行
し
て
把
握
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
国
際
社
会
に
は
、
そ
の
頃
と
は
対
比
し
え
な
い
多
く
の
異

質
の
国
家
群
が
参
入
し
た
結
果
、
拡
大
さ
れ
た
国
際
社
会
の
一
般
原
則
す
ら
が
固
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
各
国
が
主
権

を
か
ざ
し
て
「
好
ま
し
く
な
い
」
行
動
を
と
る
と
き
、
他
の
主
権
国
家
に
よ
る
対
抗
措
置
の
連
鎖
に
よ
り
「
国
際
L

社
会
の
混
乱
は
さ
ら
に

増
幅
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
企
業
活
動
に
と
っ
て
は
、
選
択
メ
ニ
ュ
ー
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
。

一
八
こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
経
済
交
流
が
貿
易
中
心
で
あ
っ
た
頃
に
妥
当
し
た
寸
国
際
」
秩
序
は
、
国
境
を
知
ら
な
い
直
接
投
資
の
自

由
と
資
本
移
動
の
自
由
を
企
業
が
存
分
に
事
受
で
き
る
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、
秩
序
維
持
の
枠
組
み
と
し
て
の
適
切
性
が
厳
し
く
試
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
方
で
は
、
一
九
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
直
接
投
資
や
資
本
移
動
の
自
由
の
実
践
可
能
状
態
と
並
行
し

た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
達
は
、
特
に
企
業
活
動
と
資
金
移
動
の
両
面
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
一
層
促
進
さ
せ
て
い
ぶ
「

い
う
ま
で
も
な
く
一
九
七

0
年
代
の
前
半
は
、
戦
後
独
立
を
達
成
し
た
途
上
国
が
国
際
社
会
に
勢
揃
い
し
、
世
界
の
新
し
い
秩
序
へ
向
げ
て

論
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の
多
く
の
底
流
が
同
時
に
生
じ
た
頃
で
も
あ
る
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(
口
)
国
際
的
統
一
会
計
原
則
も
不
在
で
あ
る
現
状
で
各
国
ば
ら
ば
ら
の
税
制
度
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、

よ
る
規
制
を
い
か
に
無
力
に
し
て
い
る
か
に
つ
き
、
拙
著
(
前
掲
注
8
)
七
O
|
八
六
頁
参
照
。

(
国
)
海
運
分
野
に
お
け
る
船
舶
の
置
籍
供
与
国
に
海
運
国
が
対
抗
し
て
創
設
す
る
オ
フ
・
シ
ヨ
ア
河
高
広
弓
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
船
舶
が
自
国

の
旗
を
捨
て
る
こ
と
え
E
m
m
z
m・02)
に
対
す
る
防
止
策
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
国
際
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
務
章
「
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ギ
ン

グ
・
ア
ウ
ト
防
止
策
l
|
国
際
船
舶
登
録
l
l
上
下
」
海
運
一
九
八
九
・
四
号
八
一
頁
以
下
、
同
五
号
八
七
頁
以
下
及
び
海
運
一
九
八
七
・
一

二
号
所
収
の
中
村
正
彦
寸
オ
フ
シ
ョ
ア
船
籍
は
F
O
C
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
、
大
木
悟
堂
「
注
目
さ
れ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
船
籍
制
度
」
、
塚
田

俊
三
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
際
船
舶
登
録
制
度
」
参
照
。
ま
た
、
運
輸
省
国
際
運
輸
・
観
光
局
「
外
航
海
運
の
現
況
|
新
た
な
展
開
を
図
る
我
が
国
外

航
海
運
|
|
」
海
運
一
九
八
九
・
八
号
九
二
|
九
五
頁
で
の
フ
ラ
ギ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
へ
の
対
応
策
論
議
も
参
照
。
な
お
、
海
運
の
分
野
に
お
い
て

も
便
宜
置
籍
船
問
題
や
船
員
の
国
際
的
移
動
の
自
由
、
労
働
基
準
、
安
全
基
準
の
国
に
よ
る
違
い
は
「
日
本
の
海
運
」
を
揺
る
が
せ
て
い
る
が
、

「
日
本
べ
l
ス
の
海
運
と
い
う
こ
と
か
ら
、
世
界
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
見
た
海
運
と
い
う
も
の
に
海
運
人
が
全
部
考
え
方
を
変
え
て
い
か
な
か
れ
ば

い
け
な
い
」
と
の
勇
気
あ
る
指
摘
も
生
じ
て
い
る
。
新
春
対
談
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
が
栄
え
る
」
海
運
一
九
八
九
・
一
号
一
八
、
二
八
頁
に
お

け
る
小
川
武
氏
の
発
言
。

(
日
)
企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
現
実
は
、
国
別
の
会
社
法
の
下
で
の
企
業
概
念
を
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
拙
著
(
前
掲
注
8
)
四
九

1

六
九
頁
参
照
。

(
却
)
圏
内
事
項
に
他
国
が
干
渉
で
き
な
い
側
面
の
強
調
に
移
行
し
た
主
権
概
念
の
現
在
の
よ
う
な
把
握
方
法
と
そ
の
実
践
に
よ
る
混
乱
の
招
来
は
、

す
く
な
く
と
も
主
権
概
念
の
発
生
当
時
は
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
安
藤
(
前
掲
注
6
)
一
、
二
頁
は
、
途
上
国
は
民
族

の
自
律
を
否
定
し
て
き
た
法
を
も
っ
て
国
家
の
独
立
を
主
張
し
、
従
属
を
促
す
体
制
に
自
ら
を
再
び
投
入
し
た
と
す
る
。

(
幻
)
こ
の
状
況
を
各
国
の
管
轄
権
の
行
使
の
相
魁
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
種
々
の
角
度
か
ら
鮮
明
に
描
く
も
の
と
し
て
、
石
黒
一
憲
・
国
際
的
相
魁
の

中
の
国
家
と
企
業
(
木
鐸
社
、
一
九
八
八
)
(
本
書
の
紹
介
(
曽
野
)
・
法
律
時
報
六
一
巻
六
号
一
三
三
頁
以
下
(
一
九
八
九
)
)
参
照
。
ま
た
、
佐

分
晴
夫
「
国
際
貿
易
の
法
」
松
井
他
編
・
国
際
取
引
と
法
(
前
掲
注
6
)
所
収
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
貿
易
秩
序
の
中
核
と
さ
れ
た

G
A
T
T
も、

国
際
社
会
の
力
関
係
の
変
化
に
対
応
し
て
い
か
に
例
外
を
中
心
と
し
た
複
雑
な
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
示
す
。
た
だ
し
、
前
G
A
T

世
界
的
企
業
活
動
に
対
す
る
「
国
家
」
に
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説

T
事
務
局
長

0
・
ロ
ン
グ
(
落
合
淳
隆
・
清
水
章
雄
訳
)
・
ガ
ッ
ト
と
経
済
摩
擦
(
原
題
は
戸
山
富
田
E
H
S
E
E
-門
白
色
。
ロ
吉
丹

Z

C〉
吋
吋

冨
三
巴
己
負
包
斗
日
骨

ω苫
Z
B
)
(敬
文
堂
、
一
九
八
九
)
は
、
リ
1
ガ
リ
ズ
ム
と
政
治
的
現
実
に
基
づ
い
た
外
交
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
調
整
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
に
柔
軟
性
を
保
持
し
な
が
ら
健
闘
す
る
国
際
機
関
G
A
T
T
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
同
書
の
訳
者
は
、
こ

れ
ら
の
理
解
な
し
に
ガ
ッ
ト
を
非
難
し
過
度
に
期
待
を
か
け
る
傾
向
を
い
ま
し
め
る
。

(
辺
)
た
と
え
ば
米
国
か
ら
の
牛
肉
の
自
由
化
要
求
に
対
し
て
「
国
家
」
と
し
て
の
日
本
が
つ
い
に
そ
の
要
求
に
折
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
明
白
に

な
る
と
、
日
本
の
商
社
が
日
本
に
お
け
る
将
来
市
場
へ
の
思
惑
か
ら
米
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
畜
産
業
の
買
収
に
走
っ
て
い
る
現
象
、
し
か
も

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
競
争
に
つ
い
て
先
行
き
不
安
感
を
持
つ
米
国
の
畜
産
業
者
は
そ
れ
を
歓
迎
し
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
(
E

』
白
沼
田
口
巾
印
巾
。
。
手

σ。
可
印
司
宮
島
田
図
。
ョ
巾
O
口
径
巾
烈
白
ロ
m
m
w
J
E
Z
E呉
宮
口
巳
出
。
『
包
仏
斗
ユ
σロロ巾・

z
z
o〈巾
H
H

戸σ
q
E∞
∞
及
び

εHNCロ
ロ
円
山
戸
国
間
}
吋
一
言
巾
向
。
吋
吋
巾
ユ
ヨ
E

∞2同
3

・、
H
A
E
F
E
冨
R
n
Y
E
S
-
同
仲
間
)
・
お
)
や
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
差
別
に
対
す
る
国
際
的
経
済
制
裁
も
、
南
ア
企
業
に
よ
る
複

雑
な
投
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
た
国
外
へ
の
拠
点
移
動
に
よ
り
効
果
を
挙
げ
て
い
な
い
現
実

(4zz江
田
町
宙
開
〉
可
s
q
.
-
d
E
Y
自

冨
R
n
Y

E
S
-
R
匂
・
ω
。
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
中
曾
根
元
首
相
の
一
九
八
七
年
二
月
一

O
日
の
自
由
民
主
党
税
制
改
革
推
進
全
国
会
議
で
の
挨
拶

に
は
、
消
費
税
導
入
へ
の
方
向
を
目
指
し
た
動
機
と
し
て
、
米
国
が
法
人
税
の
大
幅
切
下
げ
を
し
た
の
に
対
抗
し
て
日
本
で
も
法
人
税
を
下
げ
る

た
め
に
財
源
確
保
を
求
め
る
狙
い
の
あ
っ
た
こ
と
が
冒
頭
で
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
同
・

ω。ロ
0
・
ω。〈巾叫何日開口門戸叶}岡山印
ω
H
Eロ肉巾同，
E
ロ
m
一円円回目

g
℃
同
円
円
。
ロ
の
-oσ
白
ニ
凶
円
。
ロ
。
B
W
C『
仏
巾
円
・
由
。
〉
・
』
・

-z、同d
F
除
(
U
C
呂田
y
F
-
E
由

巾仲田巾
ρ
・(]{申吋由)

(
但
)
貿
易
中
心
時
代
の
終
駕
と
偶
然
に
も
そ
れ
と
同
時
に
急
速
に
進
行
し
た
電
子
的
資
金
移
動

(
E
F
T
)
の
発
達
は
、
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
化
現
象

の
促
進
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

E
F
T
の
発
達
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
ま
り
に
も
顕
著
で
あ
っ
た
た
め
、
本
質
的
に
は
そ
れ
と
離
れ
た
次

元
の
問
題
で
あ
る
、
一
九
七

0
年
代
以
降
の
国
際
経
済
社
会
の
質
的
変
化
と
既
存
体
制
へ
の
影
響
及
び
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
基
本
的
問
題
は
、

や
や
も
す
れ
ば
隠
れ
が
ち
で
あ
る
。
拙
稿
(
前
掲
注
目
)
五
四
、
五
五
頁
及
び
注
目
持
参
照
。

論

Y
-
-
A
 

V
E
-
A
 

V
-
-
A
 

国
際
私
法
に
よ
る
対
応
の
限
界

九

そ
れ
で
は
、
国
際
的
経
済
活
動
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
の
変
化
は
、
国
際
取
引
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
私
法
秩
序
に
い
か
な
る
影
響
を
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与
え
つ
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
国
際
的
取
引
の
準
拠
法
を
国
際
私
法
原
則
に
し
た
が
っ
て

E
S
-一
目
さ
れ
た
国
家

法
の
い
ず
れ
か
に
指
定
す
る
と
い
う
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
解
決
方
法
は
、

と
思
わ
れ
る
。

そ
の
妥
当
し
た
基
盤
の
衰
退
と
と
も
に
限
界
に
来
て
い
る

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

ま
ず
、
国
際
私
法
原
則
に
よ
る
指
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
発
生
し
妥
当
し
た
の
は
、
各
国
の
社
会
的
、
文
化
的
基
盤
が
比
較
的
同
質

で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
小
さ
な
寸
国
際
」
社
会
に
お
い
て
で
あ
り
、
当
時
は
国
際
取
引
と
い
っ
て
も
貿
易
が
中
心
で
あ
り
、

取
引
の
形
態
も
比
較
的
単
純
で
あ
っ
た
し
、
国
際
私
法
原
則
も
含
め
各
国
の
法
は
い
ず
れ
も
一
般
的
な
共
通
項
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

現
在
で
は
、
国
際
社
会
に
当
時
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
異
質
の
国
家
が
数
多
く
加
わ
っ
て
お
り
、
指
定
さ
れ
た
法
の
内
容
が
不
明
と
い
っ

た
こ
と
も
珍
し
く
な
い
ば
か
り
か
、
直
接
投
資
活
動
や
資
本
移
動
の
自
由
の
参
入
も
あ
っ
て
、
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
単
純
な
取
引
と
は
質

的
に
異
な
っ
た
複
雑
な
取
引
形
態
が
発
生
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
際
的
な
経
済
活
動
を
規
律
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
圏
内
的
な
取
引
と
は

た
と
え
ば
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
製
品
が
外
国
特
許
を
侵
害
す
る
場
合
に
追
奪
担

ニ
O

異
な
っ
た
考
慮
を
入
れ
る
必
要
の
あ
る
場
合
も
多
い
が
、

保
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
(
二
八
で
ふ
れ
る
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
の
四
二
条
参
照
)
す
ら
、
当
時
は
た
し
て
想
定
さ
れ

て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

ま
た
、
近
代
的
工
業
国
家
の
発
生
と
と
も
に
国
家
法
と
し
て
の
私
法
体
系
が
固
ま
り
、
法
実
証
主
義
と
相
ま
っ
て
、
国
際
取
引
に

関
す
る
法
が
国
家
法
秩
序
の
中
へ

Z
S
}一
目
さ
れ
て
吸
収
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
商
人
法
が
硬
直
化
し
進
歩
を
と
め
た
点
を
離
れ
て
考
え
て

も
、
た
と
え
ば
今
日
の
大
規
模
工
業
化
契
約
(
]
目
指

Z
E
5豆
包

g
E
E
S
や
外
国
の
企
業
と
の
合
弁
に
よ
る
資
源
開
発
及
び
そ
れ
へ
の
銀

行
か
ら
の
融
資
が
結
び
つ
い
た
資
源
の
長
期
供
給
契
約
の
よ
う
な
複
雑
な
契
約
の
長
期
化
現
象
へ
の
法
的
対
応
方
法
は
、
圏
内
法
に
お
い
て

も
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
解
決
は
一
般
条
項
の
多
用
に
よ
っ
て
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
よ
う
な
契
約
に
お
い
て
、
行
政
的
規
制
は
領
域
主
権
国
の
専
権
事
項
と
し
、
私
法
的
側
面
は
国
際
私
法
原
則
の
指
定
す
る
準
拠
法
に
委

北法39(5-6・II・499)1739



説

ね
る
と
い
う
公
法
、
私
法
峻
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
は
た
し
て
と
れ
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
私
法
で
は
、
対
象
の
法
性
決
定

を
お
こ
な
っ
た
上
で
多
く
の
国
際
的
な
連
結
素
を
吟
味
し
な
が
ら
準
拠
法
指
定
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
契
約
に
こ
の
プ
ロ
セ
ス

論

を
当
て
は
め
る
と
き
は
、
実
態
を
離
れ
た
き
わ
め
て
技
巧
的
な
手
法
を
駆
使
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
き
わ
め
て
多
く
の

国
の
準
拠
法
が
交
錯
し
て
指
定
さ
れ
る
結
果
を
生
む
よ
う
な
場
合
は
、
取
引
全
体
の
総
合
的
把
握
に
よ
る
適
切
な
処
理
と
い
う
側
面
は
多
分

に
犠
牲
に
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

さ
ら
に
、
複
数
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
け
る
同
時
処
理
が
常
態
と
な
っ
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
連
鎖
的
な
電
子
的
資
金
決
済

(
E
F
T
)

の
発
展
は
、
関
係
当
事
者
が
あ
る
国
の
法
に
準
拠
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
そ
の
同
意
が
関
係
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
際
私
法
原
則
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
、
伝
統
的
な
国
際
私
法
の
手
法
に
よ
っ
て
準
拠
法
指
定
を
行
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
と
い
う
問

題
を
も
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
電
子
的
決
済
の
連
鎖
的
処
理
で
は
、
内
国
為
替
と
外
国
為
替
を
区
別
し
続

け
る
こ
と
の
意
味
ま
で
が
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
津
木
敬
郎
教
授
も
、
広
義
の
統
一
法
と
国
際
私
法
と
の
脈
絡
に
お
い
て
、
国
家
中
心
の
国
際
私
法
観
が
絶
対
的
な
妥
当
性
を
も
っ
と
は
言
え
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
同
「
国
際
私
法
と
統
一
法
」
松
井
他
編
・
国
際
取
引
と
法
(
前
掲
注
6
)
所
収
一
一
一
七
、
一
四
三
頁
。

(
却
)
わ
れ
わ
れ
は
特
に
途
上
国
の
法
を
法
内
容
不
明
の
国
の
例
と
し
て
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
多
く
の
外
国
か
ら
は
わ
が
国
も
そ
れ
に
近
い
国
と

し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
。

(
幻
)
多
喜
(
前
掲
注
5
)
第
一
論
文
(
一
)
四
三
|
八
四
頁
、
(
二
)
一
ー
一
六
頁
、
同
第
二
論
文
二
一
八
頁
、
山
手
(
前
掲
注
5
)
(
一
)
七
八
頁

以
下
参
照
。

(
却
)
山
手
(
前
掲
注
5
)
(
一
)
七

O
頁
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
英
国
に
お
い
て
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ

1
へ
編
入
さ
れ
た
商

慣
習
法
は
、
近
代
的
・
合
理
的
要
素
を
そ
の
な
か
に
包
含
し
て
い
た
の
で
、
硬
直
化
し
形
式
的
、
技
術
的
に
な
っ
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
他
の

分
野
に
お
け
る
近
代
法
の
形
成
に
影
響
を
与
え
、
封
建
的
で
あ
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
分
解
作
用
を
外
的
に
促
進
し
た
側
面
も
有
す
る
。
堀
部
政

北法39(5-6・11・500)1740



相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

男
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
法
の
形
成
|
|
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
司
法
的
立
法
序
説
|
|
(
二
)
L

社
会
科
学
研
究
一
九
巻
二
号
三
、
四

O

四
て

七
五
頁
ご
九
六
七
)
。
な
お
、
同
三
九
頁
に
は
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
商
事
法
を
特
定
の
国
の
法
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
特
質
に
普
遍
性

Z
E
4
q
S
5
1
を
認
め
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
英
国
商
事
法
に
お
け
る
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
後
に
お
け
る
こ
の
普
遍
性
の
展
開
に
つ
い

て
は
、
円
い
出
〉
・
』
c
-
n
z
開
Z
の
(
巾
門
日
・
)
・
ゎ
ロ
〈
開
冨
・

ω
(
U
Z
E
ゴ，
E
C
司‘
ωω
何百円い、
H，HW印印〉
J

ヘ由。
Z
H
Z
叶何回目
L

〉叶
5
2〉
戸
吋
同
〉
口
問
戸
〉
ぎ

(
Z
C
F。同町・町内
-cd弓
2
・

5
∞∞)℃円
y
∞
|
由
参
照
。

(
却
)
同

ω
oロ0
・。。自問}国
E
t
a〈
巾
〉
印
宮
召
g
o同門町四

Fmwm一白二回印ロ

g
m巳
丘
一
口
m
Z
H
A
)ロ
mEH，2
5
n
。ロ門
E
n
g
-ロ
吋
円
白
色
町
∞
巾
件
当
巾
巾
ロ
〉
ロ
凹
門
『
回
一
一
回

白
白
色
】
担
問
)
白
ロ
・
-
ロ
〉
叶
、
吋
。
同
Z
開〈・の開
Z
何回出
ktF-
印。開閉
J
P
問、同，
F

向開
Z
、
ア
明
司
叶
問
問
WH44回目
Z
寸問問
Z
〉
4
5
Z〉
戸
吋
同
〉
巴
間
山
戸
〉
名
門
。
Z
司何回目
wzn同
wuu・九日間
ω
巾仲田町ぬ

(〉口問丹
E
Z田
口
。
。
〈
グ
冨
∞
由
)
・

(
却
)
た
と
え
ば
、
多
喜
教
授
は
、
国
家
と
私
人
間
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契
約
(
経
済
開
発
協
定
)
に
お
い
て
は
、
契
約
の
非
国
家
化
の
現
象
が
起
き

て
お
り
、
「
法
の
一
般
原
則
」
に
よ
る
解
決
が
試
み
ら
れ
、
国
際
私
法
に
よ
る
準
拠
法
指
定
に
よ
り
そ
の
規
律
を
「
い
ず
れ
か
の
圏
内
法
」
に
連
結

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
「
国
家
と
私
人
と
の
国
際
契
約
|
|
コ
ン
セ
ッ

シ
ョ
ン
契
約
を
中
心
に
|
|
」
民
商
法
雑
誌
八
五
巻
三
号
(
一
九
八
二
七
四
頁
以
下
。
同
(
前
掲
注
5
)
第
一
論
文
(
二
)
九

l
一
四
、
五
一

頁
、
第
二
論
文
二
一
八
頁
。
そ
し
て
、
第
一
論
文
(
二
四
四
頁
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
契
約
類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
国
際
契
約
の
特
徴
を

概
観
し
た
上
で
、
い
く
つ
か
の
仲
裁
判
断
例
を
分
析
し
、
長
期
に
わ
た
る
国
際
契
約
に
お
い
て
は
、
町
民
号

yen-Eお
や
沙
門

2
Bと
2
5
己
主
将

の
使
用
が
一
般
化
し
、
広
義
の
事
情
変
更
の
問
題
が
、
契
約
内
容
の
適
応
・
修
正
・
解
消
に
結
び
つ
い
て
国
際
契
約
に
お
け
る
中
心
的
問
題
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
山
手
(
前
掲
注
5
)
(
一
)
七
八
頁
も
、
契
約
の
長
期
化
に
と
も
な
い
、
事
情
変
更
の
原
則
、
リ
ス
ク
の
配
分
、

契
約
内
容
の
改
訂
に
よ
る
調
節
等
の
圏
内
法
で
は
周
辺
的
な
問
題
が
、
国
際
取
引
で
は
最
も
重
要
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
す

る。

(
但
)
た
と
え
ば
、
佐
野
寛
「
国
際
取
引
の
公
法
的
規
制
と
国
際
私
法
|
|
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
を
中
心
と
し
て
|
|
」
と
道
垣
内
正
人
「
法
適

用
関
係
法
理
論
に
お
け
る
域
外
適
用
の
位
置
づ
け

1
i
法
適
用
関
係
理
論
序
説
|
|
」
松
井
他
編
・
国
際
取
引
と
法
(
前
掲
注
6
)
所
収
及
び
横

山
潤
「
外
国
公
法
の
適
用
と
『
考
慮
』
|
|
い
わ
ゆ
る
特
別
連
結
論
の
検
討
を
中
心
と
し
て
|
|
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
二
巻
六
号
四
一
頁
以
下

(
一
九
八
四
)
参
照
。
本
稿
注
印
も
参
照
。

(
詑
)
国
家
法
の
不
適
格
性
に
つ
き
、
山
手
(
前
掲
注
5
)
(
一
)
七
三
、
七
九
頁
参
照
。
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説

(
お
)
拙
稿
「
U
N
C
I
T
R
A
L
に
よ
る

E
F
T
リ
l
ガ
ル
・
ガ
イ
ド
作
成
の
国
際
的
背
景
と
今
後
の
予
測
L

金
融
情
報
シ
ス
テ
ム

三
四
号
(
一
九
八
七
)
五
九
、
六
九
頁
参
照
。

(担

)
E
F
T
の
発
達
が
、

E
C
U
(欧
州
通
貨
単
位
)
や

S
D
R
等
の
非
通
貨
決
済
単
位
に
よ
る
決
済
を
も
促
し
、
宮
司
自
巾
互
に
よ
る
決
済
か
ら

国
円
円
。
己
己
決
済
時
代
へ
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
通
貨
の
重
み
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
動
き
は

I
M
F
体
制
成

立
の
頃
に
米
国
の
反
対
で
日
の
目
を
み
な
か
っ
た
∞
白

R
R
と
か
己
巳

g
∞
と
い
う
国
際
的
通
貨
単
位
の
誕
生
に
き
わ
め
て
似
た
状
況
を
作
る
で

あ
ろ
う
こ
と
に
つ
き
、
拙
稿
(
前
掲
注
目
)
五
四
頁
参
照
。

(
拓
)
国
際
私
法
で
は
、
領
域
主
権
的
な
発
想
の
延
長
と
し
て
、
物
に
対
す
る
直
接
の
支
配
権
と
し
て
の
物
権
(
吋

-mzzzs)
の
処
理
に
つ
い
て

は
、
所
在
地
法

(}2n
回
目
苫
印
)
の
支
配
を
当
然
と
す
る
考
え
方
が
こ
れ
ま
で
不
動
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
こ
の
原
則
自
体
も
揺
ら
い
で
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
八
年
一

O
月
成
立
の
「
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

1
グ
条
約
」
で
は
、
遺
産
の
帰
属
に
関
す
る
準

拠
法
決
定
に
つ
き
被
相
続
人
の
意
思
尊
重
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
(
同
第
五
、
六
条
)
、
そ
の
採
択
過
程
で
所
在
地
法
主
義
か
ら
の
議
論
は
ほ
と
ん

ど
出
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
条
約
で
は
、
国
籍
を
重
視
す
る
属
人
法
的
発
想
の
重
み
も
弱
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
(
第
三
条
参
照
)
(
こ
の

条
約
の
内
容
一
般
に
つ
い
て
は
、
原
優
「
へ

l
グ
国
際
私
法
会
議
第
一
六
会
期
の
概
要
|
|
相
続
の
準
拠
法
条
項
を
中
心
と
し
て
|
|
」
民
事
月

報
四
四
巻
一
号
一
五
頁
以
下
(
一
九
八
九
)
及
び
同
「
『
死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
』
の
成
立
」
国
際
商
事
法
務
一
七
巻

一
号
四

O
頁
以
下
こ
九
八
九
)
参
照
)
。
ま
た
、
国
際
私
法
に
お
け
る
各
国
の
管
轄
権

C
R
U庄
内
巴
O
ロ
)
に
関
す
る
理
論
で
は
、
た
と
え
ば
経
済

活
動
へ
の
国
家
に
よ
る
規
制
可
能
の
範
囲
に
つ
い
て
、
領
域
的
側
面
か
ら
制
限
す
る
考
え
が
こ
れ
ま
で
は
強
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
主
権
行
使
の

正
当
化
事
由
に
関
す
る
「
影
響
」
あ
る
い
は
「
効
果
」
理
論
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
っ
て
、
域
外
で
発
生
す
る
同
一
事
項
に
つ
き
複
数
の
国
の
規
制

権
が
衝
突
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
考
え
も
一
般
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
奥
田
安
弘
「
海
運
同
盟
に
対
す
る
米
国
政
府
規
制
の
域
外

適
用
」
香
川
法
学
六
巻
三
号
四
九
頁
以
下
(
一
九
八
七
)
参
照
。
こ
の
よ
う
に
、
管
轄
権
の
重
複
を
認
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
経
済
活
動
の
発
生
自

体
も
、
領
域
主
権
的
な
発
想
を
基
礎
と
す
る
秩
序
の
限
界
を
示
し
始
め
て
い
る
。

(
F
I
S
C
)
 

論

IV 

国
際
法
に
お
け
る
法
源
論
の
動
揺

一一一一一
国
家
聞
の
関
係
を
規
律
す
る
法
と
し
て
発
生
し
た
国
際
法
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
人
権
の
保
護
を
突
破
口
と
し
て
国
際
法
の
主
体
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に
国
家
の
み
な
ら
ず
個
人
を
も
含
め
る
に
到
っ
て
い
る
。
国
家
に
よ
る
合
意
あ
る
い
は
同
意
を
法
的
拘
束
力
の
根
拠
に
置
く
国
際
法
に
お
け

る
法
源
論
も
動
揺
を
始
め
て
い
る
。
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
を
確
立
す
る
た
め
、
国
際
法
の
法
典
化
を
目
的
と
し
て
国
連
が
国
際
法

委
員
会
を
一
九
四
七
年
に
発
足
さ
せ
た
噴
の
作
業
は
、
一
般
国
際
法
と
等
置
さ
れ
た
形
で
の
国
際
慣
習
法
の
成
文
化
で
あ
り
、
長
年
の
慣
行

の
継
続
と
国
家
に
よ
る
そ
れ
へ
の
「
黙
示
の
合
意
」
が
そ
の
拘
束
力
の
根
拠
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
法
的
拘
束
力
が
国
家
の

合
意
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
と
の
こ
の
考
え
方
は
、
そ
れ
以
後
国
連
総
会
の
決
議
に
よ
る
多
数
決
原
理
へ
の
反
発
と
し
て
、
あ
る
国
家
が
反

対
の
立
場
を
取
り
続
け
る
か
ぎ
り
そ
の
国
家
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
の
胃
3
2
S
E
与
す
2
2
Eぽ
の
主
張
を
も
う
な
が
し
、
既
得
権
擁
護
の
側

面
を
も
鮮
明
に
さ
せ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
一
般
慣
行
の
長
年
の
存
続
と
そ
れ
へ
の
黙
示
の
合
意
の
上
に
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
た
国

際
慣
習
法
は
、
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
自
生
性
が
減
少
し
て
目
的
志
向
的
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

す
な
わ
ち
、
条
約
を
通
じ
て
の
国
家
の
合
意
形
式
に
よ
ら
ず
に
、
た
と
え
ば
同
種
の
国
連
総
会
決
議
の
反
復
等
に
よ
る
国
家
へ
の

働
き
か
け
が
行
わ
れ
、
国
家
慣
行
の
媒
介
を
経
ず
に
国
家
が
事
実
上
拘
束
さ
れ
る
に
到
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
慣
習
法
の
形
成
は
、
国
際
組
織

を
媒
介
と
し
て
、
大
幅
に
促
進
さ
れ
迅
速
化
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
伝
統
的
な
国
際
法
の
形
成
過
程
が
組
織
化
さ
れ
た
国
際

社
会
の
成
長
と
い
う
現
実
に
適
応
」
し
つ
つ
あ
る
現
象
と
考
え
ら
れ
、
国
際
法
形
成
の
た
め
に
は
国
家
に
よ
る
合
意
あ
る
い
は
「
法
的
確
信
」

ニ
四

の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
き
た
秩
序
の
中
へ
、

二
五
条
約
形
式
を
と
ら
な
い
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
勧
告
や
宣
言
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
フ
ト
・
ロ

l
L
と
し
て
把
握
さ
れ
、

伝
統
的
な
国
際
法
学
の
立
場
か
ら
そ
の
「
法
的
L

拘
束
力
の
否
定
に
焦
点
を
あ
て
る
見
解
も
ま
だ
強
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
国
際
法
に
お
け

る
「
法
的
確
信
」
の
主
体
を
依
然
と
し
て
国
家
の
み
に
求
め
た
上
で
、
静
態
的
で
個
別
化
さ
れ
た
法
の
み
を
考
え
る
議
論
で
あ
り
、
非
現
実

的
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
貿
易
を
通
じ
て
の
国
際
的
な
経
済
交
流
が
中
心
で
あ
っ
た
頃
に
は
ま
っ
た
く
予
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

い
わ
ば
国
際
世
論
的
な
も
の
が
参
入
し
つ
つ
あ
る
側
面
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

経
済
面
に
お
け
る
「
相
互
浸
透
」
状
況
の
発
生
や
、
国
家
の
生
存
へ
の
外
部
か
ら
の
脅
威
と
し
て
軍
事
的
な
そ
れ
を
考
え
た
時
代
か
ら
、
地

北法39(5-6・II・503)1743



説

球
的
規
模
で
の
生
存
環
境
の
破
壊
を
脅
威
と
す
る
時
代
へ
の
変
化
等
の
発
生
が
、
そ
れ
ら
の
新
た
な
事
態
に
対
応
す
る
宣
言
や
決
議
の
採
択

を
通
じ
て
、
ま
ず
一
般
原
則
の
確
立
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
「
法
的
」
拘
束
力
の
思
考
を
延

長
し
続
け
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
国
際
経
済
活
動
に
対
し
て
各
国
が
伝
統
的
な
対
応
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
継
続
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
て
い
る
混
乱
と
共
通
項
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ニ
六
ま
た
、
他
方
で
は
、
国
際
連
盟
期
に
完
成
し
、
第
二
次
大
戦
後
国
連
が
国
際
法
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
噴
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き

た
、
国
際
法
の
原
則
に
基
づ
い
て
世
界
の
秩
序
を
規
律
し
て
い
く
と
の
リ
l
ガ
リ
ズ
ム
の
態
勢
自
体
が
、
現
在
で
は
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
も

認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
法
典
化
作
業
に
お
い
て
は
、
法
が
外
交
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
政
治
的
配
慮
は
介
入
す
べ

き
で
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
当
事
国
た
る
原
告
側
が
、
相
手
国
の
作
為
・
不
作
為
の
法
的
義
務
の
存
在
を
立
証
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
敗

訴
判
決
を
与
え
れ
ば
よ
い
と
の
考
え
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
主
権
の
残
余
原
理
と
し
て
、
各
国
は
国
際
法
で
禁
止
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
広
範
な

論

自
由
と
裁
量
を
有
す
る
と
の
一
般
的
許
容
原
則
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
後
の
国
連
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し

た
国
際
問
題
の
処
理
の
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
リ

1
ガ
リ
ズ
ム
が
後
退
し
、
外
交
や
ポ
リ
シ
ー
が
復
権
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
の
下
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値
に
よ
る
一
元
化
を
一
応
保
証
で
き
た
国
際
連
盟
と
は
異
な
り
、
国

そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
世
界
的
価
値
に
つ
い
て
の
対
立
の
あ
る
き
わ
め
て
政
治
性
の
高
い
国
際
組
織
で

あ連
つを
た中
か心
らと
です
もる
あ国
之Sj~ 際
M 社
-e恥
-:z;; 
カま

こ
れ
は
、
拡
大
さ
れ
た
国
際
社
会
の
現
実
に
対
応
し
た
一
般
原
則
の
確
立
を
模
索
し
つ
つ
新
た
な
秩
序
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
の

動
き
の
反
映
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
の
下
で
の
具
体
的
ル

1
ル
を
中
心
と
し
た
議
論
か
ら
再
び
理
念
論
の
場
へ
と
思
考
の
重

心
を
移
す
動
き
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
だ
発
効
し
て
い
な
い
海
洋
法
条
約
に
規
定
さ
れ
る
経
済
水
域
と
い
っ
た
領
域
主
権
に
代
わ
る
機

能
主
権
的
な
考
え
方
を
、
国
際
社
会
が
拒
絶
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
現
象
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
動
き
は
ソ
フ
ト
か
ハ

1
ド
か
と
い
う
次
元
で

ニ
七
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議
論
を
続
け
る
こ
と
の
今
日
的
意
味
へ
の
反
省
を
迫
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
国

際
法
に
お
け
る
リ
1
ガ
リ
ズ
ム
の
完
成
と
そ
の
後
の
衰
退
の
流
れ
は
、
大
陸
法
系
の
法
律
学
一
般
に
お
け
る
法
実
証
主
義
の
発
達
と
そ
の
衰

退
の
時
期
と
も
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
米
国
で
は
、
こ
の
時
期
は
一
九
三

0
年
代
の
ニ
ュ

l
デ
ィ

1
ル
的
法
律
万
能

主
義
か
ら
一
九
六

0
年
代
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
台
頭
へ
の
動
き
ゃ
、
大
陸
法
の
影
響
を
受
け
て
そ
れ
以
後
一
般
条
項
的
な
哲
邑

P
R町
田

E

E円

ag--口
問
∞
の
理
論
等
が
浸
透
を
始
め
た
流
れ
と
一
致
す
る
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(
お
)
人
権
分
野
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
下
で
の
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
国
連
海
洋
法
裁
判
所
を
設
け
る
こ
と
と

し
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
現
在
の
国
際
司
法
裁
判
所
で
は
人
的
管
轄
面
に
お
い
て
国
家
の
み
が
訴
訟
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
出
訴

権
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
関
連
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
牧
田
幸
人
「
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
(
一
了
完
)
」

国
際
法
外
交
雑
誌
八
二
巻
四
号
ご
九
八
三
)
四

O
、
五
八
頁
。

(
幻
)
国
際
法
学
会
一
九
八
八
年
秋
季
大
会
に
お
い
て
も
、
統
一
テ
l
マ
と
し
て
「
国
際
法
の
法
源
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
報
告
の
い
く
つ
か

に
つ
い
て
は
、
以
下
で
も
言
及
し
て
い
る
。
[
本
稿
脱
稿
後
、
こ
れ
ら
の
報
告
を
特
集
し
た
国
際
法
外
交
雑
誌
八
八
巻
一
号
が
出
た
。
]

(
お
)
江
藤
惇
一
二
貫
し
た
反
対
固
に
対
す
る
慣
習
国
際
法
の
効
カ
|
|
適
用
除
外
説
と
国
際
司
法
裁
判
所
の
対
応
」
法
研
論
集
(
早
稲
田
大
学
大

学
院
)
三
五
号
七
一
頁
以
下
(
一
九
八
五
)
を
執
筆
し
た
同
氏
の
国
際
法
学
会
(
一
九
八
八
年
秋
)
で
の
報
告
「
慣
習
国
際
法
の
効
力
|
|
吉
区
2
・

22σ
方

2
2
Eぽ
の
検
討
|
|
」
(
要
旨
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
六
号
九
七
頁
(
一
九
八
九
)
)
。
な
お
、
国
際
会
議
の
場
は
、
各
国
の
立

法
的
意
思
の
一
致
と
差
異
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
可
能
な
か
ぎ
り
こ
れ
を
統
合
す
る
機
会
を
国
際
社
会
に
提
供
す
る
立
法
的
正
義
の
「
る
つ
ぽ
」
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
及
び
宮

g
E
2
2
z
F
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、
河
西
直
也
「
国
連
法
体
系
に
お
け
る
国
際
立
法
の
存
在
基
盤

l
l

歴
史
的
背
景
と
問
題
の
所
在
|
|
」
大
沼
保
昭
編
・
国
際
法
、
国
際
連
合
と
日
本
(
高
野
雄
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
)
(
弘
文
堂
、
一
九
八
七
)

所
収
一

O
三
、
一

O
八
頁
参
照
。
こ
の
ル

l
ル
は
、
反
対
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
法
形
成
に
加
わ
り
得
る
道
を
開
く
点
で
、
U
N
C
I
T
R
A
L

が
各
国
の
仲
裁
法
の
統
一
を
国
家
を
拘
束
し
な
い
モ
デ
ル
法
の
形
で
推
進
し
て
成
功
し
た
点
と
共
通
項
が
み
ら
れ
る
。
拙
稿
「
変
容
し
た
国
際
社

会
と
条
約
至
上
主
義
へ
の
疑
問
|
|
新
モ
デ
ル
を
求
め
る
U
N
C
I
T
R
A
L
-
|
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
四
巻
六
号
(
一
九
八
六
)
一
、
一
七
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説

ー
一
九
頁
参
照
。

(
拘
)
篠
原
梓
「
現
代
国
際
法
に
お
け
る
慣
習
国
際
法
の
形
成
」
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル

(
I
C
U
)
第
二
四
号
(
二
)
二
三
頁
以
下
(
一
九
八
六
)

を
執
筆
し
た
同
氏
の
国
際
法
学
会
ご
九
八
八
年
秋
)
で
の
報
告
「
慣
習
法
の
形
成
に
お
け
る
国
連
総
会
決
議
の
意
義
」
の
要
旨
・
国
際
法
外
交

雑
誌
八
七
巻
六
号
九
八
頁
(
一
九
八
九
)
参
照
。
な
お
、
同
氏
は
、
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
履
行
特
別
委
員
会
の
活
動
や
国
連
人
権
委
員
会
に
よ

る
人
権
保
障
活
動
の
よ
う
に
、
国
連
に
お
け
る
履
行
監
視
制
度
が
適
切
に
働
け
ば
、
国
家
慣
行
の
統
一
、
促
進
は
飛
躍
的
に
高
ま
り
、
慣
習
法
形

成
に
お
け
る
決
議
の
意
義
は
増
大
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
初
期
の
法
的
確
信
が
国
家
慣
行
に
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
伝
統
的
な

考
え
方
と
は
逆
の
図
式
に
な
る
と
す
る
。

(
却
)
た
だ
し
、
河
西
(
前
掲
注
お
)
九
六
、
九
七
、
一

O
二
頁
は
、
慣
習
国
際
法
に
お
け
る
「
黙
示
の
合
意
」
と
い
う
擬
制
自
体
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

列
強
が
国
際
法
を
武
器
と
し
て
植
民
地
主
義
的
な
世
界
進
出
に
乗
り
出
し
た
頃
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
で
あ
っ
た
と
し
、
伝
統
的
国
際
法
に
お
け

る
合
意
の
要
件
は
名
目
的
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
同
論
文
の
注
お
で
の
小
森
光
夫
「
条
約
の
第
三
者
効
力
と
慣
習
法
の
理
論
(
二
|
(
三
)

完
」
千
葉
大
学
法
経
研
究
九
、
一

O
、
一
二
号
こ
九
八

O

一
九
八
二
)
へ
の
言
及
も
参
照
。
ま
た
、
田
中
則
夫
「
深
海
底
の
法
的
地
位
を
め

ぐ
る
国
際
法
理
論
の
検
討
(
一
了
完
)
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
三
号
(
一
九
八
七
)
て
三
四

l
三
七
頁
は
、
深
海
底
資
源
開
発
に
関
す
る

わ
。

5
5
0ロ
国
巾
ユ

Z
開
巾
一
え
冨
白
ロ
}
内
宮
内
凶
原
則
の
法
的
意
味
を
め
ぐ
る
論
争
を
分
析
し
た
上
で
、
い
ず
れ
の
立
場
も
慣
習
法
理
論
を
援
用
し
て
そ
の

主
張
を
支
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
、
一
般
国
際
法
を
従
来
の
慣
習
法
理
論
の
枠
組
み
内
で
説
明
で
き
る
か
と
い
う
国
際
法
学
の

共
通
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

(
日
目
)
山
本
良
氏
の
国
際
法
学
会
(
一
九
八
八
年
秋
)
報
告
「
I
C
J
の
判
例
に
お
け
る
国
連
総
会
決
議
の
法
的
効
果
」
要
旨
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八

七
巻
六
号
九
九
頁
ご
九
八
九
)
(
本
文
中
の
引
用
部
分
は
、
間
報
告
で
示
さ
れ
た
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
(
第
二
段
階
)
に
お
け
る
田
中
耕
太
郎
判

事
の
反
対
意
見
(
円
』
閉
山
岳
O
ス印・

E
2・
宅

-N∞タ

NS)
よ
り
)
。
山
本
氏
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
で
援
用
さ
れ
た
国
連
総
会
決
議
の

機
能
を
単
純
化
す
れ
ば
、
山
現
在
の
規
範
の
動
揺
に
対
し
て
法
の
現
段
階
を
提
示
す
る
こ
と
と
、

ω国
際
社
会
の
基
本
的
秩
序
の
維
持
に
関
す
る

諸
国
家
の
一
般
的
規
範
意
識
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
判
例
に
お
け
る
国
連
決
議
の
援
用
は
そ
れ
自
体
が
直
ち
に
規
範
創
設

的
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
代
国
際
法
の
展
開
を
予
兆
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

河
西
(
前
掲
注
犯
)
論
文
の
注
目
は
、
本
文
引
用
の
田
中
判
事
の
意
見
は
特
定
国
に
対
す
る
国
連
総
会
の
非
難
決
議
の
法
的
効
力
を
論
証
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
化
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
慎
重
を
要
す
る
と
す
る
。

論
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相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(
位
)
ま
た
、
斉
藤
恵
彦
「
世
界
法
の
概
念
に
つ
い
て
|
|
田
中
、
恒
藤
両
博
士
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
世
界
法
年
報
八
号
一
頁
以
下
ご
九
八

八
)
は
、
法
実
証
主
義
と
結
び
つ
い
た
「
国
家
」
に
よ
る
法
の
独
占
思
想
を
自
然
法
的
視
角
か
ら
排
斥
し
、
国
際
法
を
国
家
聞
の
合
意
法
と
い
う

だ
け
で
は
今
後
ま
す
ま
す
説
明
困
難
に
な
ろ
う
と
述
べ
る
。

(
日
)
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
・
ロ

l
に
関
す
る
議
論
が
、
特
に
開
発
、
環
境
、
宇
宙
、
深
海
底
と
い
っ
た
分
野
で
著
し
い
と
の
指
摘
に
つ
き
、
位
田
(
後

渇
注
必
)
合
乙
二

O
頁。

(
H
H
)

村
瀬
信
也
「
現
代
国
際
法
に
お
け
る
法
源
論
の
動
揺
|
|
国
際
立
法
論
の
前
提
的
考
察
と
し
て
|
|
」
立
教
法
学
二
五
号
八
一
頁
以
下
ご
九

八
五
)
は
、
ソ
フ
ト
・
ロ

l
論
議
が
「
法
」
と
「
非
法
L

の
区
別
を
相
対
化
す
る
形
で
提
起
さ
れ
て
お
り
、
条
約
自
体
の
規
範
性
を
暖
昧
な
も
の

に
し
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
「
法
」
と
「
非
法
」
の
聞
の
灰
色
地
帯
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
反
対
し
、
こ
の
地
帯
を
狭
め
て
行
く
努
力
の
必

要
を
説
く
(
八
三
、
九
四
、
一

O
四
頁
)
。
そ
し
て
法
源
と
い
う
言
葉
を
静
態
的
な
法
の
存
在
形
式
の
意
味
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
元
来
の
能
動
的

な
立
法
行
為
を
指
す
概
念
へ
の
復
帰
が
必
要
で
あ
る
と
の
視
点
か
ら
、
こ
の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
意
識
的
な
国
際
立
法
が
要
請
さ
れ
て
い

る
と
す
る
(
八
三
、
八
六
頁
)
。
ソ
フ
ト
・
ロ

l
発
生
の
必
然
性
を
認
め
、
そ
れ
が
ハ

l
ド
・
ロ
ー
へ
の
進
化
が
予
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
(
規

範
の
発
展
に
お
け
る
過
渡
的
段
階
て
そ
の
効
用
を
き
わ
め
て
積
極
的
に
認
め
て
は
い
る
が
(
一

O
O
l
一
O
三
頁
及
び
そ
の
注
臼
と
臼
)
、
こ
の

立
法
努
力
が
な
い
場
合
は
国
際
法
総
体
の
「
脆
弱
化
」
に
つ
な
が
る
と
述
べ
ら
れ
る
点
(
一

O
O頁
)
か
ら
は
、
保
守
派
と
の
印
象
を
強
く
与
え

る
。
河
西
(
前
掲
注
お
)
七
七
八
八
頁
に
お
け
る
村
瀬
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
及
び
拙
稿
(
前
掲
注
お
)
二
九
頁
参
照
。
た
だ
、
「
ソ
フ
ト
・
ロ

i

は
一
般
的
・
抽
象
的
な
原
則
指
針
を
内
容
と
し
、
法
規
範
と
し
て
は
未
成
熟
で
規
範
内
容
の
明
確
性
に
欠
け
る
」
(
九
九
頁
)
と
の
指
摘
か
ら
は
、

法
規
範
の
語
を
個
別
化
・
具
体
化
さ
れ
た
ハ
ー
ド
な
も
の
(
百
江
一
円

E
R
-
N
a
E
-
2
)
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
、
そ
の
結
果
そ
れ

ら
を
生
み
出
す
背
景
に
あ
る
国
際
社
会
に
共
通
の
新
た
な
一
般
原
則

(mgq丘
町
包
胃
宮
口
三
巾
印
)
を
求
め
る
動
き
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
こ
の

論
文
の
対
象
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
っ
と
も
、
他
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
原
則
の
宣
明
自
体
も
「
法
規
範
L

と
さ

れ
て
お
り
、
同
様
の
こ
と
が
、
村
瀬
教
授
の
「
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
諸
問
題
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
四
巻
六
号
(
一
九
八
六
)

二
五
、
二
八
頁
ゃ
、
同
「
国
際
立
法
学
の
存
在
証
明
」
深
津
栄
一
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
国
際
社
会
の
法
と
政
治
(
一
九
八
五
)
(
本
書
の
紹
介
(
経

塚
作
太
郎
)
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
五
巻
四
号
一
一

O
頁
以
下
(
一
九
八
六
)
)
所
収
一

O
五
、
一
二

O
頁
に
お
け
る
国
際
法
委
員
会
の
活
動
の
停

滞
傾
向
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
国
連
の
法
務
官
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
同
教
授
の
、
国
際
法

委
員
会
の
最
近
の
作
業
の
停
滞
に
対
す
る
厳
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
理
解
し
た
い
。
事
実
、
同
教
授
は
右
の
「
国
際
立
法
学
の
存
在
証
明
」
の
論
文

北法39(5-6・11.507)1747 



説

に
お
い
て
は
、
立
法
過
程
を
、
国
際
社
会
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
捉
え
政
治
的
側
面
を
も
取
り
入
れ
て
こ
れ
を
可
能
な
か
ぎ
り
包
括
的
に
秩
序
づ
け
よ

う
と
す
る
意
識
的
決
定
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
(
同
一

O
五

一

O
八
頁
)
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
多
元
的
利
益
の
衝
突
の
中
で
い
か
な
る
政

策
目
標
を
立
法
目
的
と
し
て
設
定
し
う
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宣
明
さ
れ
る
べ
き
国
際
公
益
は
何
か
、
立
法
と
い
う
形
式
を
採
用
す
る
こ
と
の
妥

当
性
如
何
を
探
究
す
る
こ
と
こ
そ
、
法
政
策
学
的
な
国
際
立
法
学
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
同
一
二
八
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
は

現
代
の
国
際
社
会
に
お
け
る
個
別
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
た
ル

l
ル
の
前
提
と
な
る
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
法
実
証
主
義
の
次
元
を
越
え
た
新
た
な
一
般

原
則
(
ポ
リ
シ
ー
を
含
む
)
の
探
求
及
び
確
定
の
問
題
に
取
り
組
ま
れ
る
も
の
と
予
測
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
国
際
法
委

員
会
が
そ
れ
ら
の
確
定
の
た
め
の
唯
一
の
場
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
、
新
た
な
一
般
原
則
の
確
立
が
国
際
社
会
に
よ
っ
て
指
向
さ
れ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
採
択
形
式
も
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
品
)
右
の
法
源
論
の
動
揺
に
関
す
る
村
瀬
論
文
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
発
表
さ
れ
た
位
田
隆
一
「
『
ソ
フ
ト
ロ

l
』
と
は
何
か
|
|
国
際
法
上
の
分
析
概
念

と
し
て
の
有
用
性
批
判
|
|
(
一
)
(
二
)
完
L

法
学
論
叢
二
七
巻
五
号
一
頁
以
下
、
六
号
一
頁
以
下
(
一
九
八
五
)
も
、
ソ
フ
ト
・
ロ
!
と
い

う
概
念
を
使
う
多
く
の
学
説
の
詳
細
を
批
判
的
に
紹
介
し
、
ソ
フ
ト
・
ロ
!
と
い
う
唆
昧
な
概
念
の
一
人
歩
き
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
、
こ
の
概

念
を
用
い
る
「
法
律
学
上
の
メ
リ
ッ
ト
」
や
法
現
象
の
分
析
概
念
と
し
て
の
適
切
性
を
問
題
と
し
て
い
る
(
(
一
)
一
一
一
、
一

O
頁
)
。
こ
れ
ま
で
国

際
法
に
お
い
て
は
法
か
否
か
の
峻
別
は
基
本
的
な
前
提
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ソ
フ
ト
・
ロ

l
論
は
法
規
範
の
拘
束
度
や
義
務
度
に
も
様
々
な

段
階
や
程
度
が
あ
り
う
る
と
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
論
じ
(
(
二
)
一
九
頁
)
、
論
文
末
尾
の
補
注
で
村
瀬
論
文
(
注
叫
)
を
全
面
支
持
さ

れ
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
保
守
派
の
印
象
を
与
え
る
。
河
西
(
前
掲
注
犯
)
八

O
頁
に
お
け
る
位
田
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
参
照
。
し
か
し
な

が
ら
、
ソ
フ
ト
・
ロ

i
に
関
す
る
議
論
は
、
国
際
社
会
の
価
値
の
変
動
に
対
し
て
法
が
パ
ラ
レ
ル
に
発
達
し
て
い
な
い
状
況
の
下
で
、
法
及
び
法

理
論
が
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
正
面
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
(
同
一
九
、
二

O
頁
)
。
そ
し
て
、
一

般
に
ソ
フ
ト
・
ロ

l
の
対
象
と
さ
れ
る
多
様
な
も
の
を
、
義
務
の
内
容
、
拘
束
の
態
様
な
ど
の
特
徴
や
法
の
生
成
段
階
的
な
も
の
か
否
か
等
の
視

角
か
ら
、
よ
り
詳
細
に
分
析
し
分
類
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
説
か
れ
て
い
る
(
同
一
三
、
一
九
、
二

O
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
業
を
抜
い

て
一
括
し
て
ソ
フ
ト
・
ロ
!
と
呼
ぶ
こ
と
は
生
産
的
で
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
(
同
二
一
頁
)
む
し
ろ
力
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
同
論

文
は
、
留
保
の
付
さ
れ
る
一
定
の
決
議
に
法
的
拘
束
力
を
認
め
て
い
る
。
本
稿
注
U
の
末
尾
参
照
。

(
M
W
)

河
西
(
前
掲
注
招
)
八
二
八
八
、
九
四
一

O
一
頁
参
照
(
同
教
授
の
国
際
法
学
会
(
一
九
八
八
年
秋
)
に
お
け
る
報
告
「
国
際
立
法
の
意

義
」
の
要
旨
は
、
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
六
号
一

O
五
頁
ご
九
八
九
)
に
あ
る
)
。
ま
た
、
「
国
際
合
意
の
新
カ
テ
ゴ
リ
ー
ー
ー

M
・
ビ
ラ
リ
ー

論
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相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

に
お
け
る
純
粋
の
政
治
的
約
束
の
概
念
|
|
」
宮
崎
繁
樹
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
二
一
十
一
世
紀
の
国
際
法
(
成
文
堂
、
一
九
八
六
)
(
本
書
の
紹

介
(
藤
田
久
二
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
二
号
四
八
頁
以
下
ご
九
八
七
)
)
所
収
を
警
か
れ
た
長
谷
川
正
国
教
授
は
、
右
の
学
会
に
お
い
て

寸
非
法
律
的
合
意
の
理
論
」
と
し
て
報
告
(
要
旨
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
六
号
一

O
O頁
(
一
九
八
九
)
)
さ
れ
、
近
年
当
事
国
が
法
的
に
拘

束
さ
れ
な
い
こ
と
を
了
解
し
た
上
で
行
な
う
国
際
合
意
や
宣
言
が
増
大
し
て
い
る
現
象
を
〈
町
田

-q
の
理
論
を
支
持
し
な
が
ら
分
析
さ
れ
た

(
ヴ
ィ
ラ
リ
l
教
授
の
理
論
に
つ
い
て
は
位
田
(
前
掲
注
目
別
)
(
一
)
一
七

i
二
O
頁
も
参
照
)
。
た
と
え
ば
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議
最
終
文
書

(
へ
ル
シ
ン
キ
宣
言
、
一
九
七
五
)
に
お
い
て
、
「
参
加
国
の
代
表
は
、
参
加
国
が
会
議
の
成
果
に
対
し
付
与
す
る
高
度
の
政
治
的
意
義
を
認
識
し
、

上
記
テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
規
定
に
従
っ
て
行
動
す
る
決
意
を
宣
言
し
て
、
以
下
に
署
名
」
す
る
と
述
べ
、
そ
の
宣
言
署
名
前
の
フ
ォ
ー
ド
大
統

領
声
明
が
、
そ
の
「
道
徳
的
及
び
政
治
的
拘
束
」
を
確
認
し
た
こ
と
や
、

S
A
L
T
I断
固
定
協
定
失
効
前
の
米
国
側
声
明
(
一
九
七
九
年
九
月
二

三
日
)
が
、
「
S
A
L
T
H交
渉
が
完
成
し
つ
つ
あ
る
間
・
・
・
進
行
中
の
交
渉
の
諸
目
的
と
両
立
し
な
い
い
か
な
る
行
動
を
も
と
ら
な
い
意
思
を

宣
言
」
し
、
ソ
連
側
声
明
(
翌
二
四
日
)
も
「
進
行
中
の
協
議
の
諸
目
的
を
失
わ
せ
る
い
か
な
る
行
動
も
差
し
控
え
る
意
思
を
表
明
」
し
た
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
宮
田
片
山
吉
門
【
同
m
u
g
-同
E
Z
E巳
5
ロ
主
の
一
九
八
三
年
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
会
決
議
が
、
同
)
戸
回
目
守
匂
o-En白
-
2
5日
一
仲
間
岸
川
口
同
印
を
し

た
国
は
、
問
巾
ロ
巾

E]
。
Z
広
三
宮
口
出
。
問
問
。
。
門
ご
回
目
与
に
服
し
、
こ
れ
の
違
反
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
止
め
さ
せ
る
た
め
他
方
当
事
国
は
そ
の
権
限

内
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
合
衆
国
対
外
関
係
法
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
河
巾
え
(
ω
丘
)
え
吾
巾

可

0
5釘
口
問
色
白
色
。
E
F担
当
。
ご
『
巾

C
E
Z牛
忽
え
2
・
5}・
目
(
邑
∞
寸
)
)
に
お
け
る
条
約
の
定
義
に
関
す
る
お

2
・河内山間
5
2
q
m
w
D
C
Z
N
が、

非
拘
束
的
合
意
は
と
き
と
し
て
法
的
拘
束
力
の
あ
る
合
意
締
結
に
必
要
と
さ
れ
る
憲
法
上
の
手
続
を
避
け
る
た
め
に
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
守
ろ

う
と
の
政
治
的
意
思
は
強
く
、
そ
の
不
遵
守
が
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
あ
り
得
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

国
際
道
徳
原
則
と
し
て
の

m
g
a
内
包
忌
に
直
接
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
国
際
的
合
意
の
多
様
化
及
び
非
形
式
化
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律

的
合
意
と
の
区
別
を
困
難
に
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
通
常
良
く
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
国
際
法
の
現
状
に
お
け
る
こ
の
国
際
合
意
の

新
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
発
生
は
現
実
適
合
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
灯
)
ま
た
、
河
西
論
文
(
前
掲
注
お
)
の
注
位
に
は
、
宇
宙
条
約
が
採
択
さ
れ
る
以
前
の
国
連
総
会
決
議
「
宇
宙
空
間
の
探
査
に
お
け
る
国
家
の
行

動
を
規
律
す
る
法
原
則
宣
言
」
(
一
九
六
二
)
に
つ
き
、
そ
の
翌
年
米
国
国
務
省
高
官
が
上
院
外
交
委
員
会
で
「
同
決
議
は
加
盟
国
に
対
し
て
原
則

を
勧
告
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
は
同
原
則
が
今
や
法
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
決
議
を
採
択
す
る
に
あ
た
っ
て
の
総
会
に
お
け
る

全
会
一
致
の
行
動
は
こ
う
し
た
見
方
を
確
認
す
る
意
味
を
も
っ
L

と
述
べ
た
事
実
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
現
在
国
連
総
会
に
お
け
る
コ
ン

北法39(5-6・11・509)1749
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セ
ン
サ
ス
に
よ
る
決
議
が
一
般
化
す
る
中
で
、
多
数
国
間
条
約
に
お
け
る
留
保
制
度
と
同
様
に
、
決
議
に
対
す
る
「
留
保
」
と
い
う
事
態
が
生
じ

つ
つ
あ
る
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
一
一
一

O
頁
参
照
。
位
田
論
文
(
前
掲
注
目
出
)
(
一
一
)
一
一
ー
ー
一
一
一
頁
も
、
こ
の
現
象
を
と
ら
え
て
、
留

保
が
付
さ
れ
る
決
議
本
体
が
一
定
の
法
的
性
格
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
る
。

(
必
)
河
西
(
前
掲
注
犯
)
八
六
、
八
七
、
九

O
頁
参
照
。
裁
判
を
価
値
選
択
を
含
む
政
策
形
成
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
か
ら
、
国
際
司
法
裁
判

所
が
、
法
律
的
な
形
を
と
る
政
治
問
題
に
い
か
に
対
処
し
て
き
で
い
る
か
を
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
古
川
照
美
「
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る

司
法
判
断
回
避
の
法
理
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
二
号
一
頁
以
下
(
一
九
八
五
)
参
照
。

(ω)
河
西
(
前
掲
注
お
)
八
二
八
八
、
九
四
一

O
一
頁
参
照
。
な
お
吉
田

g
m巾
E
の
理
論
が
、
国
際
法
の
規
範
性
の
相
対
化
及
び
希
薄
化
あ
る

い
は
無
力
化
(
上
位
規
範
に
よ
る
下
位
規
範
に
対
す
る
内
容
的
拘
束
と
下
位
規
範
相
互
間
で
の
闘
争
)
を
招
く
こ
と
及
び
法
規
範
が
無
限
に
多
様

な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
了
解
す
べ
き
こ
と
に
つ
き
、
河
西
(
前
掲
注
お
)
論
文
の
注
缶
、
羽
及
び
お
参
照
。
当

E
U
E
m
g
-
m，
g
吉
田
O
岸

-
問
看
宮
古
印
円
O
ロ
m
g明
白

E
g
n
w・
5
2，
E
E
C
E〈

2
4司
開
口

zc↓。
Z

F
・
閉
山
宮
-
〈
。
-
・
ロ
・

5
・
N

(

冨巾

g
c江
田
己

mgmo同
p
c〔
河
・

ρ・

ρ
z
g巴
ロ
1

切
由
民
巾
『
)
匂
匂

-
E・
g
-
s
-
S
(
H
S吋
)
も
、
ソ
フ
ト
・
ロ

i
や
吉
田

g
m巾
口
問
は
い
ず
れ
も
法
制
度
へ
の
入
口
で
あ
る
と
し
、
あ
ら

ゆ
る
ル

l
ル
に
あ
る
ソ
フ
ト
さ
の
相
対
性
を
説
く
。

(
叩
)
安
藤
(
前
掲
注
6
)
四
、
五
、
二
一
頁
は
、
自
由
市
場
へ
の
不
介
入
を
原
則
と
し
、
経
済
関
係
や
法
の
領
域
以
外
の
政
策
に
は
関
係
せ
ず
中
立

的
で
あ
っ
た
国
際
法
に
、
経
済
や
社
会
問
題
が
導
入
さ
れ
特
定
の
目
的
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六

0
年
代
の
初
め
か
ら
と
し
、
こ
れ

は
異
質
な
国
家
の
存
在
を
国
際
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
「
発
展
の
国
際
法
」
が
「
目
的
指
向
的

な
法
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
、
西
欧
諸
国
が
法
を
構
造
的
な
も
の
と
見
る
の
に
対
し
て
途
上
国
は
法
を
詳
細
な
法
的
ル

l
ル
よ
り
も
原

則
と
み
る
傾
向
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
富
岡
仁
「
海
洋
汚
染
防
止
条
約
と
国
家
の
管
轄
権
」
松
井
他
編
・
国
際
取
引
と
法
(
前
掲
注
6
)
所
収
に
は
、
海
洋
汚
染
に
対
す
る
国
家
の
管

轄
権
行
使
の
根
拠
と
し
て
効
果
理
論
的
な
主
張
が
強
ま
っ
た
結
果
、
「
領
海
」
の
重
み
が
衰
退
し
、
汚
染
防
止
管
轄
権
の
行
使
範
囲
と
の
関
連
で
、

排
他
的
経
済
水
域
に
あ
る
資
産
の
保
護
の
権
利
の
み
な
ら
ず
国
際
社
会
の
利
益
を
保
護
す
る
国
家
の
義
務
の
考
え
が
浮
上
し
て
い
る
こ
と
、
し
か

も
各
国
の
管
轄
権
の
行
使
は
国
際
基
準
に
よ
っ
て
行
な
う
と
い
う
大
き
な
制
約
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

論
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V 

国
際
取
引
法
「
統
一
」
作
業
に
み
ら
れ
る
変
化

さ
て
、
国
際
取
引
法
分
野
に
お
い
て
も
、
法
的
ド
グ
マ
排
斥
の
動
き
は
顕
著
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
八

O
年
の
「
国
際
物
品
売
買

契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
L

(

ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
)
の
世
界
的
規
模
で
の
発
効
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
前
身
と
し
て
は
一
九
六

四
年
の
ハ

l
グ
国
際
売
買
法
条
約
が
あ
る
が
、
そ
の
採
択
国
が
西
欧
を
中
心
と
し
た
十
数
カ
国
に
限
ら
れ
、
世
界
的
関
心
を
惹
い
て
い
な
か
っ

た
状
況
の
下
で
国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会

(
U
N
C
I
T
R
A
L
)
が
そ
の
実
質
的
な
改
訂
作
業
の
必
要
性
を
認
め
た
頃
に
強
調
し
た
こ

ハ
l
グ
の
轍
を
踏
む
こ
と
な
く
、
新
た
な
作
業
に
お
い
て
は
ド
グ
マ
排
斥
を
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ィ

l

ニ
八

と
は
、

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

ン
統
一
売
買
法
の
具
体
的
適
用
の
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
諸
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
で
諸
種
の
法
律
的
概
念
及
び
思
考
技
術
を
駆
使
し
な
が

ら
具
体
的
で
妥
当
な
解
決
へ
と
導
く
べ
く
努
力
し
て
き
た
実
質
面
を
、
法
系
の
差
を
越
え
て
支
持
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
世
界

一
日
一
ド
グ
マ
が
設
定
さ
れ
る
と
、
ド
グ
マ
は
自
己
拡
大
を
続
け
て
、
そ
れ
ら
を
生
む

基
盤
に
あ
っ
た
法
の
究
極
目
標
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
か
ら
遠
ざ
か
る
傾
向
を
深
め
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
今
日
ま
で
ド
グ
マ
の
形
式
的
な

次
元
で
各
国
法
が
比
較
さ
れ
た
た
め
、
必
要
以
上
に
相
互
の
異
質
感
が
増
幅
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

危
険
性
を
含
む
ド
グ
マ
を
止
揚
し
た
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
が
、
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
共
通
の
原
点
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
偶
然

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
よ
う
に
国
際
社
会
の
秩
序
が
混
乱
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
国
際
売
買
と
い
う
限
ら
れ

た
場
に
お
け
る
と
は
い
え
法
体
系
の
違
い
や
ド
グ
マ
の
支
配
を
離
脱
し
て
、
世
界
に
共
通
す
る
原
点
あ
る
い
は
原
則
発
見
へ
の
第
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
が
出
来
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

的
に
幅
広
く
支
持
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
統
一
法
を
条
約
と
い
う
形
式
で
作
成
し
各
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
体
系

の
中
に
そ
れ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
を
進
め
る
方
法
は
、
国
際
取
引
に
対
す
る
法
的
規
律
を
究
極
的
に
は
各
国
の
法
に
委
ね
る

二
九
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こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
の
取
引
の
ル

l
ル
の
存
在
を
正
面
か
ら
認
め
よ
う
と
し
な
い
点
で
は
、
ま
だ
保
守
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
多
数
国
間
条
約
の
形
式
を
通
じ
て
合
意
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
と

な
っ
て
き
て
い
る
国
際
社
会
の
体
質
変
化
の
現
状
の
下
で
、
莫
大
な
費
用
と
長
年
月
を
必
要
と
す
る
こ
の
種
の
統
一
法
条
約
が
今
後
続
出
す

る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
他
方
で
は
、
新
た
な
国
際
取
引
形
態
の
急
速
な
進
展
へ
の
対
応
の
た
め
に
は
、
統
一
法
条
約
に
よ
る
ア

論

ブ
ロ
ー
チ
は
迅
速
で
適
切
な
手
段
で
な
い
こ
と
も
多
い
。

=一

O

そ
こ
で
、

U
N
C
I
T
R
A
L
で
は
一
九
八

O
年
以
降
、
統
一
法
を
採
択
し
て
取
引
界
に
対
し
て
上
か
ら
網
を
か
ぶ
せ
て
規
律
す

る
と
い
う
伝
統
的
方
法
に
頼
ら
ず
、
実
務
界
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
り
実
務
自
体
の
国
際
的
統
一
あ
る
い
は
共
通
了
解
の
確
立
を
求
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
同
様
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
の
諸
種
の
作
業
に
重
心
を
移
行
さ
せ
て
い
る
。
上
か
ら
の
法
的

規
律
に
頼
ら
ず
実
務
レ
ベ
ル
で
の
統
一
と
調
和
を
達
成
し
、
法
に
よ
る
介
入
を
事
実
上
不
用
と
す
る
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
は
た
と
え
ば
国
際

商
業
会
議
所

(
I
C
C
)
に
よ
る
商
業
信
用
状
統
一
規
則
や
、
貿
易
慣
用
語
に
つ
い
て
の
共
通
の
了
解
を
達
成
す
る
こ
と
を
ね
ら
う

2
・

n。
吋
何
百
出

ω
の
作
成
の
よ
う
に
、
私
的
な
国
際
団
体
に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
き
た
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
的
な
国
際
的
立
法
機
関
の

作
業
方
法
と
私
的
な
国
際
団
体
の
作
業
方
法
が
き
わ
め
て
接
近
し
て
き
た
現
象
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
一
と
こ
ろ
で
、
こ
の
動
き
は
国
際
経
済
社
会
の
質
的
変
化
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
際
間
の
経
済
交
流
が
貿
易
中
心

の
時
代
に
は
機
能
し
て
い
た
国
家
中
心
の
枠
組
み
が
、
そ
の
限
界
を
示
し
つ
つ
あ
る
現
在
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
ド
グ
マ
か
ら
の

離
脱
も
含
め
伝
統
的
な
法
秩
序
か
ら
の
離
脱
が
ま
ず
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
境
を
越
え
て
の
企
業
活
動
が
既
に
常
態
と

な
っ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
新
た
な
取
引
実
務
に
携
わ
る
者
の
協
力
を
得
て
、
そ
こ
で
の
共
通
了
解
の
原
点
を
探

る
こ
と
は
き
わ
め
て
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
私
的
な
国
際
団
体
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
き
た
実
務
統
一
の
次
元
の

中
へ
公
的
な
国
際
的
立
法
機
関
が
踏
み
込
み
、
こ
れ
ま
で
両
者
の
性
格
の
差
を
明
白
に
示
し
て
い
た
作
業
方
法
の
違
い
を
自
ら
払
拭
す
る
態
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度
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
時
代
の
変
化
が
強
く
反
映
し
て
い
る
。

三
こ
そ
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
の
起
草
過
程
に
お
け
る
ド
グ
マ
の
排
斥
と
む
し
ろ
そ
の
故
の
同
統
一
法
の
成
功
こ
そ
、

U
N
C

I
T
R
A
L
が
引
続
き
他
の
分
野
で
の
作
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、
ド
グ
マ
排
斥
の
態
度
を
一
貫
さ
せ
、
国
際
経
済
社
会
の
質
的
変
化

に
対
応
し
て
国
際
的
「
立
法
」
機
関
と
し
て
の
性
格
を
自
ら
修
正
し
、
国
境
を
越
え
た
秩
序
維
持
の
原
点
の
発
見
と
了
解
の
確
立
に
乗
り
出

ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
は
条
約
と
い
う
形
式
を
と
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
成

そ
の
成
功
の
時
期
の
歴
史
的
適
切
性
も
幸
い
し
て
、
今
後
の
国
際
取
引
法
秩
序
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
貴
重

な
示
唆
を
与
え
、
い
わ
ゆ
る
法
統
一
の
レ
ベ
ル
を
乗
り
越
え
て
、
国
際
公
法
と
同
じ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
の
取
引
秩
序
出
現
の
可
能
性
に

希
望
を
与
え
て
い
る
。

す
こ
と
に
自
信
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

功
に
到
る
ま
で
の
経
験
は
、

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(
臼
)
烈
・
ω
O
D
0
・
吋
}
同
巾
〈
ぽ
ロ
ロ
白
ω
白
]
巾
印
わ
。
ロ
〈
巾
ロ
巴
。
口
一

z
u
zミ
白
ロ
門
田
司
巾
「
印
℃
巾
円
円
一
〈
巾
・
一
ロ
司
・

ω
〉
回
目
〈
-nhrHY
〈。ロハ開
Z
(巾己印・
7
-
Z
4何回
Z〉目

目。
Z
〉戸
ω
〉
戸
開
。
司
の
0
0
0
印(巴
ZFvg〈ロ
-
w
F巾
n
E耳目)・℃円
y
H
2
R
0
・
(
c
n
g一
口
?
冨
∞
由
)
及
び
同
・
ω
0
ロ0
・
c
z
h目、
HHN〉
円
、
白
口
弘
同
町
巾
〈
ぽ
ロ
ロ
白

ω由]巾印
(υ
。ロ〈巾口同一。
P
H
Z叶何回
-Z〉
吋

5
2〉
F
F
〉巧
J

日
一
戸
〈
。
}
-
E
-
ロ。・

H
(
呂
∞
品
)
℃
℃
-
H
I
E
-
こ
の
条
約
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ウ
ィ
ー

ン
統
一
売
買
法
(
一
九
八

O
年
国
連
条
約
)
発
効
へ
の
動
き
(
上
)
(
下
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
て
七
八
三
号
(
一
九
八
三
)
及
び
津
田
他
・
国

際
取
引
法
講
義
(
有
斐
閣
、
一
九
八
二
)
第
二
章
「
国
際
的
動
産
売
買
」
(
曽
野
)
参
照
。

(
臼
)
条
約
内
容
の
検
討
と
並
行
し
て
行
っ
た
日
米
の
契
約
法
の
基
盤
を
め
ぐ
る
契
約
の
成
立
と
そ
の
周
辺
に
関
す
る
比
較
法
的
分
析
か
ら
も
、
陪
審

制
度
の
有
無
が
関
係
す
る
証
拠
法
等
に
関
す
る
訴
訟
法
上
の
制
限
や
書
面
性
の
要
件
の
違
い
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ
て
き
た
両
法
系

に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
差
は
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
主
と
し
て
意
思
自
治
の
原
則
と
信
頼
の
原
則
と
の
相
互
補
完
関
係
に
つ
い
て
の
ド
グ

マ
的
発
現
形
態
の
差
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
、
そ
の
結
果
は
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
の
内
容
と
も
一
致
す
る
。
関
・

ω。ロ
0

・
m
g
z
z
z。ロ

O
間
同
町
巾
河
口
]
。
。
同
月
巾
由
明
。
ロ

z
n
oロ可白内リ同司
O
司同国由民
O
口
一
回
白
凹

4
7巾
円
巾
∞
巾
巾
ロ
円
一
三
一
白
ロ
向
山
円
。
5
5
0
ロ
門
担
当

U
U円)白『
X
F
M
H
h
。河
Z
同門戸

-Z叶何回
Z
〉叶問。
Z
〉
F

F
・
-
-
品
3
2
8
p
(
邑
∞
∞
)
及
び
拙
稿
「
契
約
関
係
発
生
プ
ロ
セ
ス
の
多
様
性
と
契
約
概
念
|
|
申
込
は
単
独
行
為
で
は

な
い
の
か
|
|
」
北
大
法
学
論
集
三
八
巻
五
・
六
合
併
号
(
下
)
一
一
員
以
下
こ
九
八
八
)
参
照
。
五
十
嵐
清
教
授
の
一
九
八
六
|
八
七
年
度
の
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説

ド
イ
ツ
文
献
「
紹
介
」
比
較
法
研
究
五

O
号
(
一
九
八
八
)

さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
現
在
の
採
択
国
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
イ
タ
リ
ー
、
エ
ジ
プ
ト
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ザ
ン
ビ
ア
、
シ
リ
ア
、
ス
ェ

l
デ
ン
、

中
園
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
東
独
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
米
国
、
メ
キ
シ
コ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ロ
ビ
ア
、
レ
ソ
ー

ト
で
あ
る
。
こ
の
他
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
西
独
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
等
の
加
盟
が
近
い
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お

い
て
も
、
い
ず
れ
こ
の
条
約
へ
の
加
入
が
日
程
に
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
民
事
法
改
正
の
最
近
の
動

向
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
一
巻
一
二
号
こ
九
八
八
)
四
、
七
頁
参
照
。
な
お
、
中
国
の
一
九
八
五
年
渉
外
経
済
契
約
法
(
邦
訳
は
中
国
経
済
法
律

セ
ン
タ
ー
・
中
華
人
民
共
和
国
経
済
法
全
集
第
一
集
五
頁
以
下
(
一
九
八
五
)
)
で
は
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
に
示
さ
れ
た
契
約
法
に
関
す
る
基

本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
広
く
国
際
的
経
済
取
引
一
般
に
及
ぼ
し
て
い
る
。

(
日
)
た
だ
し
、
水
野
紀
子
「
国
際
裁
判
管
轄
の
一
断
面

l
l国
際
裁
判
管
轄
規
定
を
も
っ
条
約
の
適
用
問
題
|
|
」
松
井
他
編
・
国
際
取
引
と
法
(
前

掲
注
6
)
所
収
二
四
五
、
二
五
六
頁
は
、
統
一
法
条
約
を
国
際
社
会
固
有
の
法
の
萌
芽
と
と
ら
え
、
ワ
ル
ソ

1
国
際
航
空
運
送
条
約
の
よ
う
に
国

際
裁
判
管
轄
規
定
を
も
っ
統
一
法
条
約
は
、
ロ
ー
マ
法
の
時
代
に
お
け
る
訴
権
(
ア
ク
チ
オ
)
の
よ
う
に
国
際
社
会
に
お
け
る
訴
権
的
な
る
も
の

を
創
設
し
て
い
る
と
の
興
味
あ
る
発
想
を
示
し
て
い
る
。

(
回
)
一
九
七

0
年
代
以
降
に
お
い
て
条
約
至
上
主
義
が
機
能
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
背
景
に
つ
き
、
拙
稿
(
前
掲
注
話
)
五

l
九
頁
及
び
同
・

ω。
ロ

P

〉

ρロ
巾
『
弓
山
口

Z
S巾
ω口
問
】
吋
巾
同
出
血
円
可
。
ご
宮
、
H
，
E
己
主
。
ロ
丘
、
『
『

g
q〉
円
)
円
】
吋
O
同
門

}
Y
吋
回
目
凶
】
〉
H
M

〉
Z
何
回
開
〉

Z
Z
C〉
円
。
司
目

Z
叶
何
回

Z
〉
叶
円
O
Z〉
戸
戸
〉
戸
ロ
。
.

N

∞
(
凶
器
印
)
喝
事
・
ミ
呂
参
照
。

(
訂
)
拙
稿
(
前
掲
注
祁
)
一
二
一
一
一
頁
参
照
。

(
回
)
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
は
、
条
約
と
い
う
法
的
規
律
形
式
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
当
事
者
自
治
す
な
わ
ち
契
約
内
容
の
優
位
を
前
提
と
し

た
よ
で
意
思
補
充
的
な
任
意
規
定
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
に
、
実
質
的
に
は

I
C
C
の
産
物
で
あ
る
円
Z
。
。
、
門
田
山
富
ω
と
同
じ
よ
う
な
機
能
を

営
む
側
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
統
一
法
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
両
者
が
相
互
に
補
完
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
こ
め
な

が
ら
双
方
の
事
務
局
に
よ
り
確
認
さ
れ
、
こ
れ
が
両
事
務
局
提
携
に
よ
る
双
方
の
テ
キ
ス
ト
の
同
時
促
進
へ
の
道
を
聞
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
経

験
が

U
N
C
I
T
R
A
L
事
務
局
に
実
務
統
一
へ
の
関
心
を
深
め
さ
せ
、
そ
れ
以
後
条
約
形
式
に
依
存
し
な
い
作
業
方
法
の
提
案
へ
と
傾
斜
し
た

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
国
際
売
買
法
の
統
一
運
動
が
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
に
結
実
し
世
界
的
規
模
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
迄
に
は
、

一
八
五
貰
に
も
、
継
続
的
供
給
契
約
に
つ
き
同
様
の
分
析
を
す
る
文
献
の
存
在
が
示

論
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相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

実
に
半
世
紀
を
必
要
と
し
た
。
そ
こ
に
注
ぎ
こ
ま
れ
た
人
力
も
は
か
り
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
長
年
月
を
要
す
る
私
法
統
一
の
本
格
的
作
業
の
対

象
と
し
て
、
一
九
三

0
年
代
に
ラ
l
ベ
ル
教
授
や
私
法
統
一
国
際
協
会
(
U
N
I
D
R
O
I
T
)
が
売
買
法
を
選
び
国
際
連
盟
が
そ
れ
を
支
援
し

た
の
は
、
そ
の
テ
ー
マ
の
選
択
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
賢
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
分
野
は
、
本
来
当
事
者
自
治
の
支
配
す
る
分
野
で
あ

り
、
取
引
当
事
者
が
別
段
の
合
意
を
し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
意
思
補
充
的
役
割
を
は
た
す
任
意
法
規
を
中
心
と
し
た
統
一
法
の
欠
如
は
、
国
際

売
買
の
遂
行
に
と
っ
て
必
ず
し
も
致
命
的
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
際
売
買
法
の
統
一
の
歴
史
的
背
景
及
び
比
較
法
的
特
色
に
つ
い
て

は
、
五
十
嵐
清
・
民
法
と
比
較
法
(
現
代
民
法
学
の
課
題
)
(
一
粒
社
、
一
九
八
四
)
一
五
八
一
七
六
頁
参
照
。

(
印
)
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
成
立
後
そ
の
発
効
に
到
る
過
程
で
は
、
地
味
な
私
法
統
一
と
い
う
目
的
達
成
へ
の
参
加
を
各
国
立
法
者
か
ら
導
き
だ
す

た
め
に
、
そ
の
起
草
過
程
に
携
わ
っ
た
者
に
よ
る
国
境
を
越
え
た
緊
密
な
連
絡
と
個
人
的
連
携
及
び
各
種
の
公
的
私
的
な
国
際
会
議
を
通
じ
て
の

積
極
的
な
働
き
か
け
が
大
き
く
貢
献
し
た
が
、
国
家
を
離
れ
た
人
的
な
提
携
こ
そ
が
国
家
間
の
合
意
形
式
を
と
る
条
約
の
発
効
を
促
さ
せ
る
に

到
っ
た
原
動
力
で
あ
っ
た
点
も
、
今
後
の
国
際
取
引
法
秩
序
の
構
築
者
が
い
ず
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
き
わ
め
て
暗
示
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多

く
の
国
に
お
い
て
、
作
業
に
携
わ
っ
た
者
を
中
心
と
し
た
私
的
な
ロ
ビ

1
・
グ
ル
ー
プ
の
存
在
と
立
法
府
へ
の
働
き
か
け
な
し
に
は
、
批
准
や
加

入
、
ひ
い
て
は
条
約
の
発
効
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(削

)
U
N
C
I
T
R
A
L
が
伝
統
的
な
法
分
野
に
つ
き
条
約
形
式
に
よ
る
法
統
一
作
業
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
一
九
七

0
年
代
初
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
代

表
で
あ
っ
た
m
g
m
U
2
1
5
教
授
は
、
統
一
作
業
が
行
わ
れ
て
条
約
が
で
き
て
も
そ
れ
が
各
国
の
批
准
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実

を
批
判
し
て
、
C
E
O
口
問
。
吋
』
E
n
0
5
5
5
m
結
成
構
想
を
提
唱
し
、
統
一
法
が
国
際
機
関
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
後
、
一
定
期
間
内
に
そ
の
メ

ン
バ
ー
国
が
そ
れ
を
積
極
的
に
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
を
表
明
し
な
い
か
ぎ
り
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
す
る
と
の
提
案
を
し
た
。
こ
れ
は
主
権
国
家
群

の
存
在
と
い
う
現
実
と
の
妥
協
を
図
り
つ
つ
、
統
一
法
を
Z
H
E
R
E
ぎ
ユ
同
的
な
も
の
と
し
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

各
国
の
憲
法
上
の
困
難
性
、
国
家
の
主
権
性
を
弱
め
る
等
の
理
由
か
ら
「
国
」
の
代
表
達
の
反
発
に
あ
い
、
そ
の
結
果
フ
ラ
ン
ス
は
、
時
期
尚
早

の
た
め
将
来
へ
の
課
題
と
す
る
と
し
て
こ
の
提
案
を
取
り
下
げ
た
(
フ
ラ
ン
ス
提
案
の
詳
細
は
ま
吋
Z
E
S
E
-
∞
Y
B
巾
昆
え
白
d
E
O
ロ
沙
門
〕
5

8
5
B
ロ
ロ
巾
い
℃
『
。
℃
。
回
目
-
ぴ
可
忌
巾
出
-
g
n
F
仏
丘
町
関
白
巴
O
ロ
ョ
(
民
富
由
民
F
E
吋
H
・
C
-
z
・
ロ
。
2
5
2
同
〉
¥
(
U
Z
・
ぞ
き
)
・
吋
巾
℃
円
。
。
ロ
n
a
-
S

C
Z
Q
寸
閉
山
〉
戸
ペ
E
-
同
回
O
O
F
〈
。
-
・
戸
E
-
2
件
当
0
・
n
y
国
立
-
H
〈
に
あ
り
、
U
N
C
I
T
R
A
L
の
第
二
会
期
(
一
九
六
九
)
か
ら
第
六
会
期

(
一
九
七
三
)
迄
の
こ
の
問
題
の
審
議
の
記
録
は
、
C
Z
Q
叶
閉
山
〉
戸
ペ
同
〉
同
∞
c
o
m
a
-
g
?
?
円
)
回
一
円
片
言
、
。
・
門
町
田
三
・
戸
〉
・
℃
R
B
E
∞
|
口
吋
一

-
z
p
n
y
血
事
・
ロ
?
?
匂
印
E
∞
-
N
H
N
l
N
H
叶
一
〈
o-
・
ロ
・
匂
白
3
0
ロ
?
n
y
曲
目
)
ケ
ロ
・
〉
-
匂
白
『
目
印
-
E
∞
l
E
品
一
〈
。
一
-
〈
L
V
白
司
件
。
ロ
タ
円
『
回
担
問
}
門
口
・

北法39(5-6・II・515)1755



説

〉

-
B叶国田
-
H
H
吋

l
E
N
に
あ
る
)
。
(
戸
。
2
-
E
の
』
5
h
o
g
E
Cロ
巾
構
想
と
】
巾
H
5
2
2
Z
E白
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
山
手
(
前
掲
注

5
)
(
こ
五
五
頁
も
ふ
れ
る
)
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
貿
法
は
、
時
代
の
変
化
も
あ
っ
て
主
権
の
問
題
は
横
に
お
い
た
ま
ま
、
]
巾
凶
j
B巾
民
主

R
U

へ
の
種
を
蒔
く
こ
と
に
な
っ
た
。
注
臼
も
参
照
。
な
お
、
国
連
の
中
で
、
国
際
慣
習
法
の
成
立
過
程
が
迅
速
化
さ
れ
、
国
家
が
何
ら
の
反
論
を
示

さ
な
い
場
合
に
は
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
傾
向
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
河
西
(
前
掲
注
総
)
一

O
八
、
一
一
六
頁
参
照
。

論

VI 

国
際
商
事
仲
裁
に
お
け
る
国
家
法
の
脱
落

さ
ら
に
、
国
際
取
引
の
分
野
に
お
け
る
国
家
法
の
脱
落
現
象
は
、
国
際
商
事
仲
裁
の
進
展
の
中
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
国
際
取
引
か
ら
生
ず
る
紛
争
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
司
法
判
決
の
他
国
で
の
承
認
・
執
行
に
ま
つ
わ
る
主
権
絡
み
の
複
雑
な
障
害
よ

り
生
ず
る
不
便
を
避
け
、
商
事
仲
裁
に
頼
る
こ
と
が
よ
り
適
切
な
場
合
が
多
い
現
実
は
、

U
N
C
I
T
R
A
L
が
進
め
た
仲
裁
分
野
で
の
作

業
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
っ
て
、
国
際
商
事
仲
裁
プ

l
ム
を
到
来
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
法
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
対
応
し
き

一一一一一一
れ
な
い
新
た
な
国
際
的
経
済
活
動
の
出
現
が
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
仲
裁
条
項
を
契
約
に
入
れ
て
も
準
拠
法
指
定
は
行
わ
な
い
現
象
を
増
や

し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
近
の
富
士
通
と

I
B
M
の
仲
裁
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
仲
裁
に
よ
る
全
当
事
者
の
公
平

な
利
害
の
総
合
的
調
整
機
能
(
い
わ
ゆ
る

g
n
E
g
m一
日
巾
円
)
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
仲
裁
の
際
に
考
慮
し
う
る
国
際
経
済
社
会
の
一
般
原
則
を
示
す
準
則
と
し
て
、
た
と
え
ば
実
務
界
に
お
け
る
共
通
了
解
の
確
立
を
目

指
す
諸
種
の

U
N
C
I
T
R
A
L
リ
l
ガ
ル
・
ガ
イ
ド
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
国
家
法
を
越
え
た
次
元
で
の
原
則
が
参
照
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
も
予
見
で
き
る
。
こ
れ
は
、
国
境
を
越
え
た

F
Z
冨
2
2
Z江
田
が
再
現
す
る
道
程
を
思
わ
せ
る
と
と
も
に
、
実
務
界
の
関
心
か
ら
の
国

家
法
の
脱
落
現
象
で
あ
る
。

四

も
っ
と
も
、
国
際
取
引
の
法
的
規
律
に
は
任
意
法
規
的
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、

た
と
え
ば
時
効
や
出
訴
期
間
に
関
す
る
法
の
よ

北法39(5-6・11・516)1756



う
に
、
現
状
で
は
国
家
法
秩
序
の
下
で
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
強
行
法
規
的
な
ル

l
ル
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
と
同
じ
く
一
九
八
八
年
に
発
効
し
た
「
国
際
物
品
売
買
に
お
け
る
時
効
に

関
す
る
条
約
」
は
、
紛
争
解
決
へ
の
法
的
手
続
と
し
て
司
法
判
決
及
び
仲
裁
を
既
に
対
等
な
レ
ベ
ル
で
扱
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁

判
断
の
承
認
と
執
行
に
協
力
し
あ
う
こ
と
を
定
め
る
一
九
五
八
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
(
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
と
執
行
に
関
す
る
条

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

約
」
)
に
主
要
国
の
ほ
と
ん
ど
が
加
入
し
て
い
る
現
実
の
下
で
は
、
各
国
の
公
序
に
違
反
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て

(
幻
)

は
、
強
行
規
定
的
な
時
効
に
関
す
る
ル

l
ル
で
す
ら
実
際
に
は
私
的
な
仲
裁
の
内
部
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
仲
裁

適
格
性
を
有
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
独
占
禁
止
法
や
特
許
法
違
反
と
言
っ
た
い
わ
ゆ
る
公
法
的
分
野
の
紛
争
に
つ
い
て
す
ら
、
仲
裁
優

先
を
示
す
米
国
最
高
裁
の
最
近
の
一
連
の
態
度
も
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
強
行
規
定
、
任
意
規
定
と
い
っ
た
区
別
は
、
今

後
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
飢
)
こ
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
際
商
事
仲
裁
ブ
1
ム
の
背
景
と
今
後
の
課
題
」
法
の
支
配
六
八
号
四
五
頁
以
下
(
一
九
八
六
)
参

照。

(
臼
)
山
手
(
前
掲
注
5
)
(
一一)一

O
O頁。

(
臼
)
仲
裁
が
、
法
的
紛
争
の
裁
定
(
権
利
義
務
の
存
否
の
判
定
)
で
は
な
く
、
長
期
契
約
の
内
容
を
事
情
の
変
更
に
対
応
し
て
適
応
・
修
正
す
る
と

い
う
特
殊
な
役
割
(
い
わ
ゆ
る
包

8
g岳
)
ロ
え

n
o
E
5
2
)
を
に
な
う
可
能
性
に
つ
き
、
多
喜
(
訪
問
掲
注
5
)
第
一
論
文
五
一
、
六
二
頁
及
び

同
「
フ
ラ
ン
ス
判
例
に
お
け
る
友
誼
仲
裁
人
の
権
限
」

J
C
A
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
六
・
一
号
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
本
稿
注
初
も
参
照
。

(
臼
)
河
口
同
町
ロ
。
ロ
ロ
巾
ア
明
。
戸
岡
山
々

E
H
D丹巾
H・ロ白色。ロ白ロ
N

叩
仏
。
。
ロ
可
白
R
H
Z
-
E
P
z
z
-
m出
回
目
〉
Zゎ
E

C
司

HZ1『何回
Z
〉ゴ。
Z
〉
「
戸
〉
者
〉
印
印
O
Q
〉叶
5
2
・

何回目〉ペ印

O
Z
E、吋何回甲山〉叶
5
Z〉
F

F
〉
戸
向
者
・

ω
∞
四
円
印

2
・(出向}印一口
E
・
5
∞
吋
)
は
、
英
国
の
最
近
の
判
例
(
〉
B
Z
m
g
z
a
ω
E
U
U
E問

。
。
号
。
吋
住
吉
4

・
関
口
者
同
一
仲
間
口
出
口
E
ロ円巾

P
B
U白
ミ
[
呂
∞
ω]ω

者
・
ヤ
岡
山
・
企
)
が
、
い
ず
れ
か
の
国
の
法
に
よ
る
規
律
を
離
れ
門

E
o
s
-一
目
さ

れ
「
国
際
化
さ
れ
た
契
約
」
の
概
念
を
否
定
し
た
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
国
際
商
事
仲
裁
に
お
い
て
国
を
離
れ
た
法
体
系
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る

北法39(5-6・II・517)1757



説

こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
七
条
に
お
け
る
「
間
際
的
性
格
」
へ
の
言
及
や
、
九
条
で
の
慣
行
の
尊
重
が
こ
の
流
れ
に

沿
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

(
2
u
・
印
由
)
、
こ
れ
ら
の
契
約
を
規
律
す
る
「
国
際
法
」
の
原
則
と
し
て

m
o
o
a
p
x
y
と

2
a々
を
挙
げ
る

(同仲間】℃

-
sー
お
)
。
ま
た

ω
n
v
B
E
E
R
教
授
は
、
今
か
ら
二

O
年
前
に
は
国
際
取
引
法
の
法
典
化
作
業
は
非
現
実
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

商
慣
習
及
び
取
引
慣
行
の
円
滑
な
発
展
を
阻
害
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
現
在
で
は
そ
れ
に
積
極
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
、
そ
こ
に
収
め

ら
れ
る
べ
き
ル

l
ル
の
第
一
に
向
。
。
色
町
田

EM
の
義
務
を
挙
げ
る
。
口
町
〈
巾
冨
・

ω
n
z
s
x
s。
戸
、
H
，
z
n
o色
出
向
リ
即
位
。
口
。
ご
Z
T
Z唱
。
ご

E
q
E
'

己
。
ロ
丘
、
H，

zh凶my
同，
Z
開』
O
C
同Z
〉
戸
。
明
白

c
m
E何
印
印
戸
〉
者
-
冨
∞
印
』
白
ロ
ロ
白
一
円
M
L印印ロ巾・

u
u
・
ωhp
・
お
(
同
町

o
E
(い回目〉・』
C
同
わ
出
開
Z
C
(
巾門同・)・(い口〈何

冨・

ωわ
Z
P
、
口
、
コ
図
。
司
-m
∞何百円
υ
叶
何
回
目
〉
J

「印
O
Z
H
Z
↓
阿
君
主
叶
5

Z
〉戸、
H，
E
-
E
-
℃。・

N
b
-
N
邑
(
Z
C
F
O
R
・5
口当
2
・
5
∞
∞
)
)
・
な
お
、
仲
裁
判
断

の
執
行
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が

Z
H
g巾
民
主

2
U
を
法
と
し
て
認
め
る
に
到
っ
た
と
評
し
う
る
判
例

に
つ
き
、
多
喜
(
前
掲
注
5
)
第
一
論
文
(
二
)
二
ハ
|
二
五
頁
参
照
。
英
国
の
最
近
の
判
例
を
含
め
同
様
の
紹
介
が
、
円
、

o
E
E
E
n
m
冨

E
E
-
-

、H
，
Z
Z巾
項
目
、
自
冨

R
S
E
E
-
-ロ
冨

E
同
4
E
∞
虫
色
町
F

Z

∞
問
。
巧
Z
F
H
開
(
丘
印
・
)
姐
円
、
-
∞
何
回
〉

E
S
E
ζ
g同
円
。
自
宅
戸
田
司
自
白

-B-

H
品川

y
z
u
l
口
N
(
C見
。

E
・
呂
∞
吋
)
に
も
あ
る
。

(
町
)
山
手
(
前
掲
注

5
)
(
二
)
九
三
、
九
四
頁
は
、
中
世
の
]
巾
凶

B
巾円

E
E江
田
を
形
成
し
適
用
し
て
い
た
国
家
を
離
れ
た
商
事
裁
判
所
と
、
現
在

の
国
際
商
事
仲
裁
と
が
機
能
的
に
同
一
で
あ
る
と
述
べ
、
仲
裁
に
お
け
る
規
範
を
国
家
法
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
多
喜
(
前

掲
注
5
)
第
二
論
文
一
二
二
|
一
四
一
頁
は
、
国
際
商
事
仲
裁
の
重
要
性
を
考
え
る
人
達
に

]
2
5巾吋円三
2
U
の
支
持
者
が
多
い
点
を
指
摘
し
な

が
ら
、
仲
裁
法
廷
を
国
境
を
越
え
て
構
成
さ
れ
る
「
国
際
商
人
社
会
の
裁
判
機
関
」
と
し
て
と
ら
え
、
国
家
法
を
離
れ
法
選
択
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が

放
棄
さ
れ
、
特
定
国
の
公
序
で
は
な
く
寸
国
際
商
人
社
会
」
に
お
け
る
超
国
家
的
な
公
序
が
中
心
的
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
仲
裁
判
断

例
や
同
分
野
の
諸
条
約
の
規
定
を
分
析
し
な
が
ら
示
し
て
い
る
。

(
伺
)
こ
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
寸
国
際
売
買
に
関
す
る
こ
つ
の
条
約
の
発
効
1

1
時
効
条
約
の
場
合
を
中
心
と
し
て
|
|
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一

二
号
九
二
頁
以
下
二
九
八
八
)
及
び
拙
稿
「
国
際
的
動
産
売
買
に
お
け
る
時
効
に
関
す
る
条
約
(
一
九
七
四
年
)
注
釈
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八

七
巻
三
号
三
五
頁
以
下
こ
九
八
八
)
参
照
。

(
訂
)
こ
の
時
効
条
約
の
第
三

O
条
は
、
あ
る
締
約
圏
内
で
な
さ
れ
た
時
効
の
中
断
が
他
の
締
約
国
に
お
い
て
同
様
の
効
果
を
も
っ
と
し
て
、
時
効
中

断
に
国
際
的
効
果
を
認
め
て
い
る
。
司
法
判
決
の
国
際
的
承
認
や
執
行
に
つ
い
て
は
、
主
権
概
念
と
の
絡
み
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
困
難
な
こ

の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
特
に
債
務
者
の
責
任
財
産
の
所
在
が
明
確
で
な
い
と
き
複
数
国
で
同
時
に
訴
訟
を
提
起
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
れ

論
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ま
で
の
現
実
に
対
応
し
て
、
す
く
な
く
と
も
時
効
中
断
に
国
際
的
効
果
を
認
め
る
と
い
う
進
歩
的
な
規
定
を
含
む
こ
の
条
約
が
発
効
し
た
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
国
際
商
事
仲
裁
に
よ
る
合
理
的
処
理
を
一
層
支
え
る
も
の
と
し
て
働
き
そ
う
で
あ
る
。

(
伺
)
た
と
え
ば
、

ω
n
y
q
w
〈
・
〉
5
2
Z
-
nロ}〈巾円
(
U
0
・
・
品
回
叶
白
・

ω
・
印
。
∞
(
同
申
立
)
や
富
山
門
的
ロ
σ町田
E
冨。門
O
叶
由
。
。
召
・

4
・
ω。-
R
(
U
宵
百
一
Ra

百可
5
0己門
FEn--hqω
己・

ω
・
合
品
(
呂
∞
印
)
・

(
的
)
の
・
。
-

N
白
nF白司目白凹

ω己ロ島町出『
αB-
吋
}
再
開
同
門
門
出
吋
巾
「
「
一
円
。
円
一
色
河
g
n
y
o同
Z
白
色
。
ロ
色
(
田
口
巳
河
巾
柱
。
口
問
]
)
戸
巾
沼
田
}
巳
芯
ロ
〉
民
巾
2
5
m

-
ロ
岳
民
弓
田
口
弘
、
H
，
E
円四巾(開山田〉
J
『由。
Z
H
Z叶
何
回

Z
一一〉ゴ
O
Z
〉F
F
K
H
J
司
(
前
掲
注
臼
)
所
収
)
は
、
直
接
投
資
や
貿
易
の
分
野
に
お
け
る
各
国
の
規
制

の
イ
ン
パ
ク
ト
が
国
境
を
超
え
て
相
互
に
絡
み
合
う
現
実
の
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
法
・
国
際
法
や
公
法
・
私
法
と
い
っ
た
類
型
化
と
は
断

絶
し
た
新
た
な
法
的
思
考
の
発
生
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
(
白
件
。
匂

-
E
0
・
5
S
。
ま
た
、
経
済
法
特
に
国
際
経
済
法
の
体
系
化
を
説
く
エ
ル
ラ

1

教
授
は
、
公
法
と
私
法
を
峻
別
す
る
古
典
的
体
系
は
、
主
権
国
家
と
私
経
済
の
目
的
の
分
離
を
基
礎
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
も
は
や
現
実
に
適

合
し
な
い
と
す
る
。
同
・
前
掲
書
(
注
目
)
六
七
、
四
一
四
七
頁
。
な
お
、
本
稿
ニ
一
も
参
照
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

VII 

リ
l
ガ
リ
ズ
ム
の
後
退
と
理
念
論
の
復
権

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
国
際
法
の
分
野
で
の
リ

i
ガ
リ
ズ
ム
の
衰
退
と
外
交
や
理
念
論
の
復
権
及
び
い
わ
ゆ
る
「
ソ
フ
ト
・
ロ

1
」

の
発
生
の
背
景
に
は
、
伝
統
的
な
国
際
法
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
噴
に
は
予
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
態
や
現
象
の
発
生
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
際
の
理
念
的
一
般
原
則
自
体
が
ま
だ
存
在
し
な
い
た
め
、
世
界
が
そ
の
模
索
を
始
め
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
こ

と
は
既
に
述
べ
た
。
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
が
伝
統
的
な
ド
グ
マ
の
排
斥
の
上
に
成
功
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
の
実
務
統
一
と

共
通
了
解
の
確
立
に
よ
る
秩
序
維
持
の
方
向
へ
の
作
業
を
う
な
が
す
契
機
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
主
権
国
家
を
中
心
と
し
た
秩
序
へ
の
挑
戦

の
色
彩
を
も
っ
私
的
な
仲
裁
が
、
国
際
経
済
活
動
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
中
心
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
な
り
つ
つ
あ
る
傾
向
も
述
べ
た
。
そ
し
て
、

一五

こ
れ
ら
の
流
れ
の
総
合
的
な
把
握
の
上
に
、
本
稿
で
は
、
国
境
を
知
ら
な
い
経
済
活
動
に
対
応
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
の

Z
X

B
Eユ
由
、
が
発
生
し
つ
つ
あ
り
、

そ
れ
が
避
け
ら
れ
な
い
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

Y
向
巾
『

北法39(5-6・II・519)1759



説

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
ま
だ
そ
の
形
成
過
程
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
戸
虫
冨
巾
見
え

R
U
の
内
容
は
も
ち
ろ

ん
ま
だ
固
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
国
家
法
と
し
て
の
私
法
秩
序
に
存
在
す
る
よ
う
な
具
体
的
で
詳
細
な
ル
ー
ル
を
法
と
考
え
る
伝
統

的
感
覚
か
ら
、
具
体
的
ル

l
ル
の
不
在
を
理
由
と
し
た
存
在
否
定
論
が
主
張
さ
れ
る
の
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
既
存
の
西
欧
的
法
秩
序

自
体
が
い
く
つ
か
の
理
念
的
な
一
般
原
則
の
基
盤
の
上
に
具
体
的
で
詳
細
な
ル

1
ル
の
累
積
へ
と
発
展
し
た
よ
う
に
、
新
た
な
刊
誌
冨

q
・

2
Zユ
白
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
活
動
を
規
律
す
る
理
念
的
な
一
般
原
則
を
ま
ず
固
め
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
は
国
際
法
に
お
け
る

「
ソ
フ
ト
・
ロ

1
」
が
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
背
景
と
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
は
取
引
秩
序
の
理
念
論
が
そ
の
内
容
と
し
て
正

面
に
出
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
同
種
の
問
題
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
断
の
累
積
等
を
通
じ
て
ル
ー
ル

の
内
容
が
徐
々
に
固
ま
る
ま
で
は
、
取
引
一
般
に
共
通
す
る
理
念
と
し
て
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売
買
法
に
含
ま
れ
る
当
事
者
相
互
間
の
損
害
軽
減

義
務
(
七
七
条
)
や
忌
巾
与
8
2
2
2
0同
開
。

a
E
§
S
E
R
E
E
C
E
ご
E骨
(
七
条
一
項
)
と
い
っ
た
一
般
的
義
務
ゃ
、
ま
た
場
合
に

よ
っ
て
は
国
際
経
済
活
動
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
「
ソ
フ
ト
・
ロ

l
」
的
な
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
等
が
、
国
際
商
事
仲
裁
に
お
い
て
活
用

一占ハ

論

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
既
存
の
国
家
法
を
中
心
と
し
た
私
法
秩
序
の
中
で
も
、
単
純
な
取
引
へ
の
具
体
的
ル

l
ル
で
の
対
応
は
別
と
し
て
、

た
と
え
ば
時
の
経
過
に
と
も
な
う
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
複
雑
な
調
整
を
必
要
と
す
る
大
型
の
長
期
契
約
に
つ
い
て
、
や
は
り

m
o
a
E
S

S
色
町
田
町
母
由
民
口
問
団
と
い
う
取
引
に
お
け
る
一
般
条
項
が
活
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
状
況
の
変
化
に

対
応
し
た
含
々

Z
5
5
m
。E
Z
や
契
約
に
従
っ
た
文
言
通
り
の
履
行
か
ら
解
放
す
る
冨
丘
印

F
e
n
-
E
R
が
複
雑
な
国
際
契
約
に
頻
繁
に
挿

入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
全
て
の
可
能
な
事
態
を
予
測
し
た
完
全
な
契
約
を
作
成
す
る
こ
と
が
実
際
上
不
可
能
な
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
実
定

法
自
体
の
具
体
性
の
限
界
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一七i¥ 

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
硬
直
化
の
危
険
を
も
は
ら
む
個
別
化
さ
れ
た
ル

i
ル
を
中
心
と
し
た
法
的
処
理
に
際
し
で
も
、
「
法
」
の
究
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極
目
標
を
思
い
起
こ
す
こ
と
を
改
め
て
迫
る
側
面
を
有
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
訴
訟
社
会
と
い
わ
れ
る
米
国
で
、
裁

判
所
に
よ
る
司
法
判
断
以
外
の
非
訟
的
な
紛
争
解
決
方
法
の
発
展
を
求
め
る
動
き
ゃ
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
契
約
内
容
の
包

8
g巴
O
ロ
を

含
め
全
当
事
者
の
公
平
な
利
害
の
総
合
的
調
整
機
能
を
国
際
商
事
仲
裁
に
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
と
も
合
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
雰
囲
気
の
中
で
、
国
家
法
を
離
れ
た
戸
自
冨
巾
叶

g
Zユ
曲
が
理
念
的
な
一
般
原
則
を
固
め
つ
つ
発
展
し

て
い
く
た
め
の
良
き
タ
イ
ミ
ン
グ
も
揃
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(
叩
)
多
喜
(
前
掲
注
却
)
八
四
頁
。

(
冗
)
早
く
一
八
八
九
年
に
信
義
誠
実
の
原
則
や
忠
実
を
も
っ
て
普
遍
人
類
的
法
の
根
本
思
想
と
し
て
い
た
オ
フ
ナ
l
の
考
え
に
つ
い
て
、
斉
藤
(
前

掲
注
位
)
四
頁
以
下
参
照
。
損
害
軽
減
義
務
に
つ
き
多
喜
(
前
掲
注
5
)
第
一
論
文
(
二
八
五
l
九
二
頁
。
ま
た
、
ぽ
何
日
巾
円
円
同
昨
日
目
白
発
生
論

者
に
対
し
て
強
硬
な
反
論
を
展
開
す
る
円
、

o
E
吉
田
巳

2
冨
Z
E
-
-
の
論
文
(
前
掲
注
臼
)
も
、
仲
裁
人
が
国
際
私
法
原
則
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を

避
け
る
傾
向
に
あ
り
、
一
般
原
則
と
し
て
問
。
。
己
P
R
Y
や
損
害
軽
減
義
務
、
そ
し
て
国
際
公
序
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
ら
の
原
則
は
当
然
の
も
の
で
あ
り
英
国
法
の
内
容
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
す
る
(
白
仲
間
)
円
y
H
a
-
H
記
l
口叶)。

(η)
本
稿
一
二
及
び
注
初
。

(
刀
)
英
米
法
系
諸
国
に
お
い
て
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
普
遍
的
考
え
方
(
注
お
)
や
開
。
。
色
町
包
吾
等
の
一
般
条
項
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と

に
つ
き
、
出
・
同
-
F
ロ
nw巾
・
。
。
。
仏
司
白
山
手
同
ロ
仏
。
。
ロ
可
同
門
E
回一司巾円問。円自由ロ円巾

-z-M・
o・Hり【
Z
Z
(
巾門戸)・開印印〉
J

円印。
z
。。
z
ゴN
K
F
(

リ
寸
(
邑
∞
吋
)
印
仲

間当・

H
g
l
E
N
参
照
。

(
日
)
国
際
法
に
お
い
て
も
、
国
家
に
よ
る
債
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
の
免
責
事
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
私
法
の

-BHV。
E
5
5
q
の
理
論
を
借
り
た

厄
介
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
止
め
、
た
と
え
ば
累
積
債
務
の
不
履
行
と
の
関
連
で
、
国
民
の
最
低
限
度
の
生
活
保
障
の
必
要
性
と
い
っ
た
ロ

R
g印
日
々
の

理
論
が
、
国
際
法
委
員
会
や
国
際
法
協
会
で
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
資
料
「
国
際
法
協
会
第
六
三
回
ご
九
八
八
年
)
ワ
ル
ソ

l
大
会
報

告
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
五
号
ご
九
八
八
)
六
七
l
六
九
頁
参
照
。
ま
た
、
位
田
隆
一
「
最
近
の
海
の
境
界
画
定
紛
争
に
お
け
る
比
例
性

概
念
i
国
際
法
上
の
比
例
佐
原
則
の
研
究
l
L
法
学
論
叢
一
二
四
巻
五
・
六
号
八
一
頁
以
下
こ
九
八
九
)
に
は
、
海
の
境
界
紛
争
の
解
決
に
お
い

北法39(5-6・II・521)1761



説

て
も
、
均
衡
性
、
合
理
性
、
あ
る
い
は
比
例
性
と
い
う
衡
平
原
則
そ
の
も
の
が
、
決
定
的
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
悶
)
本
稿
三
三
及
び
注
回
参
照
。

論

V田

国
際
政
治
を
み
る
視
角
の
混
乱

以
上
、
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
小
さ
な
「
国
際
」
社
会
の
頃
か
ら
の
世
界
の
変
化
を
た
ど
り
、
特
に
一
九
七

0

年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
世
界
の
政
治
・
経
済
的
基
盤
に
お
け
る
実
質
的
な
変
化
の
前
に
、
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
の
衰
退
や

国
際
取
引
に
お
け
る
国
家
法
の
脱
落
現
象
が
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
眺
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
変
化
へ
の
調
整
の

時
代
に
は
、
も
ち
ろ
ん
伝
統
的
な
発
想
と
そ
こ
か
ら
の
抵
抗
も
強
い
。
し
か
も
、
経
済
社
会
の
変
化
と
政
治
に
対
す
る
経
済
の
巨
大
な
力
の

出
現
を
認
識
し
、
そ
れ
に
対
す
る
国
家
聞
の
「
協
調
」
に
よ
る
対
応
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
は
、
現
象
に
対
す
る
対
応
方
法
の
側

面
に
視
点
が
移
さ
れ
て
し
ま
い
、
世
界
の
経
済
秩
序
の
前
提
な
い
し
制
度
的
基
盤
に
お
け
る
変
化
が
混
乱
の
種
を
蒔
い
て
い
る
こ
と
へ
の
問

い
詰
め
は
起
こ
ら
な
い
。

九

た
と
え
ば
、

G
A
T
T
の
最
近
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
で
は
、
金
融
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
の
世
界
的
展
開
の
事
態
を
「
貿

易
」
の
概
念
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
て
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
直
接
投
資
の
自
由
と
合
体
し
た
資
金
移
動
が
、
昔
の
貿
易
中
心
時
代

に
考
え
ら
れ
た
「
国
際
」
社
会
の
秩
序
の
基
盤
を
越
え
た
次
元
で
の
展
開
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
対
応
は
貿
易
中
心
型
秩
序
の
下

で
の
規
律
で
は
も
は
や
有
効
に
働
き
え
な
い
こ
と
へ
の
反
省
は
薄
い
。

E
C
で
は
一
九
九
二
年
を
目
指
し
て
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
近
づ
こ
う

と
し
て
お
り
、
経
済
的
統
合
が
、
共
通
通
貨
の
確
立
に
よ
る
通
貨
主
権
の
放
棄
の
動
き
を
含
め
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
政
治
的
、
社
会
的
統

合
を
も
意
味
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
の
後
退
と
人
類
の
一
員
と
し
て
の
意
識
へ
と
進
む
の
か
興
味
深
い
が
、
主
権
と
い
う
概
念
を
生
ん

だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
が
自
ら
そ
の
概
念
を
放
棄
あ
る
い
は
制
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
発
生
も
、
米
国
と
カ
ナ
ダ
の
経
済
的

四

O 
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結
合
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
地
域
的
経
済
統
合
に
よ
る
世
界
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
と
保
護
主
義
に
よ
る
地
域
的
対
決
の
危
険
性
と
い
っ
た
伝
統

的
な
手
法
で
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
と
き
、
原
点
へ
の
問
い
か
け
は
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
を
中
心
と
し
た

国
際
経
済
社
会
の
枠
組
み
が
今
後
も
機
能
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
ポ
ー
ル
・
ケ
ネ
デ
ィ
の
「
大
国
の
興
亡
L

(

一
九
八
七
)
の
次
元
で
の
発

想
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

(
市
)
山
本
前
掲
書
(
注
2
)
一
五
九
、
二
=
二
頁
は
、
こ
の
動
き
を
、
こ
れ
ま
で
の
貿
易
に
関
す
る
関
税
等
の
単
な
る
国
境
調
整
措
置
か
ら
圏
内
の

法
、
制
度
に
か
か
わ
る
も
の
の
調
和
へ
と
拡
大
、
深
化
し
て
行
く
現
象
、
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
厳
然
と
主
権
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
事
項
に
つ
い

て
、
国
家
は
徐
々
に
「
裸
」
と
な
り
、
国
民
社
会
同
士
の
相
互
浸
透
が
進
む
過
程
と
と
ら
え
て
い
る
。

(
打
)
川
田
侃
・
国
際
政
治
経
済
学
を
め
ざ
し
て
(
お
茶
の
水
書
一
房
、
一
九
八
八
)
は
、
一
九
七

0
年
代
後
半
に
お
い
て
ガ
ッ
ト
・
ル

i
ル
か
ら
外
れ

た
「
市
場
秩
序
維
持
協
定
」
や
「
輸
出
自
主
規
制
措
置
」
等
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
国
単
位
で
の
政
府
に
よ
る
管
理
で
は
な
く
て
、

世
界
市
場
や
世
界
貿
易
の
国
際
管
理
の
問
題
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
(
こ
れ
を
「
サ
ミ
ッ
ト
準
体
制
」
の
下
で
の
ポ
ス

ト
・
ケ
イ
ン
ズ
主
義
経
済
と
さ
れ
る
)
、
そ
こ
に
は
明
確
な
指
導
理
念
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
一
四
五
l
一
五
五
頁
)
。

(河

)
N
H
K
ス
ー
パ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
「
『
通
商
国
家
』
日
本
の
興
亡
」
(
一
九
八
九
・
一
・
一
、
同
三
・
一
八
(
再
)
)
に
お
け
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
1
ア

教
授
の
発
言
参
照

(
N
H
K
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
・
訳
・
九

0
年
代
世
界
は
ど
う
動
く
(
一
九
八
九
)
三
五
、
三
九
頁
)
。
西
独
連
邦
議
会
議
員

の
。
=
。
。

E
同
戸
白
ヨ
σ印
色
。
え
は
、
斗
}
凶
巾
河
巾
凹
匂
C
ロ
回
目
玄
ロ
巴
巾
由
。
片
目
白
昨
巾
吋
門
凶
巾
円
】
巾
口
弘
巾
ロ
円
巾
|
目
ロ
門
巾
「
ロ
丘
一
。
ロ
白
}
わ
。
。
℃
巾
吋
何
回
己
。
ロ
白
ロ
a
Z
N
E
O口同}

ω。〈巾『巾広三日、
1
・
ω
u
g
w
z
m
。
こ
告
白

p
g
-・
タ
ロ
。
.
申

H-
苦・

H
a
g
o
-
(邑
∞
∞
)
に
お
い
て
、
主
権
が
し
ば
し
ば
近
視
的
な
国
益
追
及
の

方
向
へ
行
使
さ
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
真
の
国
際
協
調
は
求
め
得
な
い
と
し
て
、
一
九
九
二
年
を
疲
れ
切
っ
た
時
代
錯
誤
的
概
念
を
乗
り
越
え
る

機
会
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

(
乃
)
前
掲
セ
ミ
ナ
ー
(
注
ロ
)
で
サ
ロ

1
教
授
は
、
一
九
九
二
年
へ
向
け
て
の

E
C統
合
の
動
き
は
、
法
的
に
は
と
も
か
く
G
A
T
T
の
精
神
に
は

反
し
て
い
る
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に

G
A
T
T
は
関
税
同
盟
等
の
結
成
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
た
と
き
、

こ
の
よ
う
な
大
規
模
の
「
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
L

の
結
成
は
念
頭
に
な
か
っ
た
と
す
る

(
N
H
K
編
・
訳
一

O
五
頁
)
。
な
お
、
視
点
は
異
な
る
が
、
山

本
前
掲
書
(
注
2
二
六
O
、
一
七
二
、
一
八
五
、
二
三
五
頁
も
、
大
地
域
主
義
及
び
相
互
主
義
の
台
頭
に
よ
り
、

G
A
T
T
の
下
で
無
差
別
ル

1
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説

ル
の
方
が
今
後
例
外
と
な
り
、
原
則
が
逆
に
な
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
の
注
幻
の
後
半
も
参
照
。

(
制
)
も
っ
と
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
教
授
も
、
今
日
ま
で
の
国
家
社
会
の
生
存
へ
の
脅
威
が
軍
事
的
・
経
済
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
然
環
境
的
な
脅
威
へ

と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
前
掲
セ
ミ
ナ
ー
(
注
沌
)
で
の
発
言

(
N
H
K
編
・
訳
二
八
頁
)
。
な
お
、
川
田
(
前
掲
注
打
)
八
頁
は
、

ア
メ
リ
カ
で
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
や
「
覇
権
循
環
論
」
が
、
同
国
の
覇
権
的
地
位
の
後
退
に
と
も
な
う
危
機
感
の
中
で
発
生
し
て
い
る
と
指

摘
す
る
。

論

IX 

ぴ

結

し
か
し
な
が
ら
、
変
化
へ
の
調
整
の
現
代
に
お
け
る
社
会
科
学
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
常
識
的
に
当
然
と
さ
れ
る
事
柄
の
基

盤
に
あ
る
原
点
の
存
続
の
有
無
に
関
す
る
問
い
か
け
の
作
業
を
強
く
押
し
進
め
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
社
会
的
・
文
化
的
基
盤
が
比

較
的
同
質
で
あ
っ
た
昔
の
小
さ
な
「
国
際
」
社
会
で
、
貿
易
に
よ
る
国
家
聞
の
経
済
交
流
を
中
心
に
お
い
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
秩
序
の

下
で
は
、
そ
こ
で
発
達
し
た
社
会
科
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
分
業
態
勢
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
継
続
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味

が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
国
際
政
治
の
分
野
に
お
い
て
も
、
国
際
法
に
お
い
て
国
家
間
の
合
意
を
中
心
と
し
た
と
同
様
に
、
国
家
寸
権
力
」

の
問
題
に
重
点
を
お
き
、
経
済
問
題
に
つ
い
て
は
せ
い
ぜ
い
現
象
面
で
の
解
説
を
修
飾
的
に
扱
う
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
以
上
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
「
国
際
」
秩
序
の
基
盤
は
、
一
九
七

0
年
代
に
入
る
と
と
も
に
崩
れ
て
い
ぷ
「
こ
れ
は
、

社
会
科
学
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
分
業
態
勢
が
今
日
も
有
効
か
と
問
い
か
け
る
動
き
と
も
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
世
界
の
変
化
は

単
に
現
象
面
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら
ず
、
戸
巾
凶
冨
巾
吋
門
出
円
。
ユ
白
出
現
の
必
然
性
も
含
め
、
各
分
野
に
お
い
て
伝
統
的
対
応
を
徐
々
に
せ
よ
変
え
ざ

る
を
え
な
い
ほ
ど
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

国(
但
)
大
西
仁
「
超
国
家
主
義
と
政
府
間
主
義
|
|
国
際
統
合
論
の
行
方
|
|
」
法
学
五
二
巻
五
号
一
四
二
以
下
(
一
九
八
九
)
は
、
国
際
統
合
論
に

北法39(5-6・II・524)1764



相互浸透の時代における「国際」秩序の衰退

お
け
る
理
論
的
研
究
に
お
い
て
「
超
国
家
主
義
」
の
視
点
が
放
棄
さ
れ
、
政
府
間
主
義
の
枠
組
を
採
用
す
る
研
究
が
最
近
再
び
主
流
を
占
め
つ
つ

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
超
国
家
主
義
的
枠
組
の
再
生
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
視
角
の
一
つ
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
の

背
景
に
あ
る
今
日
迄
の
思
想
の
変
遷
を
追
う
(
同
一
六
二
頁
以
下
)
。
な
お
、
中
曾
根
元
首
相
は
、
一
九
八
七
年
の
第
四
二
会
期
国
連
総
会
に
お
け

る
一
般
演
説
中
の
国
連
支
持
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
諸
国
聞
の
対
立
は
、
不
幸
に
も
主
権
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
の
制
度
的
制

約
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
国
家
と
い
う
枠
の
中
で
は
、
人
々
は
国
家
機
関
に
よ
っ
て
操
ら
れ
、
国
家
間
の
対
立
の
最

前
線
に
立
つ
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
国
家
と
個
人
の
聞
の
対
立
と
あ
つ
れ
き
は
完
全
に
克
服
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
と
述
べ
、
国
益
追
及
の
た
め
の
主
権
行
使
の
制
限
を
訴
え
つ
つ
、
「
我
々
の
真
の
国
籍
は
人
類
で
あ
る
」
と
の
目
。
・
巧
巾
吾
の
言
葉
を
引
用

し
て
国
境
を
超
越
し
た
「
地
球
村
」
の
思
想
を
示
し
て
い
る
(
ペ

-
z
m
g
gロタ
ε

∞-5胃
E
Z
o
Z
Z
N
H弘
n
g
Zミ
l
c
m『ロ
Z
m

z巴
〈
命
日
ロ
吾
ゅ
の
-
。
σ巳
〈
巴
仰
向
。

-
J
ω
匂

gwzm
。同

]mH】
g-
〈
。
]
・
∞
・
ロ
0

・
E
W
U匂
-

N

∞角川門的。
β

・
(
巴
∞
吋
)
)
。
こ
れ
は
ソ
連
の

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
「
一
つ
の
船
に
乗
り
合
わ
せ
た
地
球
人
」
の
発
想
(
山
本
前
掲
書
(
注
2
)
二
四
二
頁
)
と
と
も
に
注
目
さ

れ
る
。

(
回
)
本
稿
一
八
参
照
。

(
幻
)
本
稿
六
、
注
目
及
び
拙
稿
寸
世
界
の
新
し
い
原
点
と
社
会
科
学
」
北
大
時
報
四

O
五
号
(
一
九
八
七
)
一
八
、
二

O
頁
以
下
参
照
。

国
家
論
を
欠
知
し
た
経
済
学
と
国
際
政
治
学
と
の
す
れ
違
い
あ
る
い
は
相
互
作
業
の
欠
落
を
、
こ
れ
ら
の
学
問
分
野
が
発
展
し
て
き
た

背
景
か
ら
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
田
所
昌
幸
寸
国
家
、
市
場
、
国
際
関
係
ー
ー
ー
国
際
政
治
経
済
へ
の
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
|
|
」
国
際

法
外
交
雑
誌
八
五
巻
三
号
四
七
頁
以
下
(
一
九
八
六
)
参
照
。

(
制
)
本
稿
脱
稿
後
、
山
手
正
史
「

-
2
2
5
5
Eに
つ
い
て
|
|
国
際
取
引
契
約
規
制
規
範
の
独
自
性
と
そ
の
法
的
性
質
|
|
」
東
北

学
院
大
学
論
集
・
法
律
学
三
四
号
一
一
二
頁
以
下
こ
九
八
九
)
に
接
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
こ
の
分
野
で
の
山
手
助
教
授
の
こ
れ
ま

で
の
研
究
を
総
括
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
注
5
の
最
後
で
述
べ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
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The Fall of “International" Order in the Age of Interpenetration 

一一一Inc1udingthe Rise of Lex Mercatoria as an Inevitable-一一

Kazuaki SONO' 

1 Independence， Interdependence， and now Interpenetration 

11 The Decline of Traditional Trade， the Premise for the Existing “Interna-

tional" Economic Order 

(1) The Past Order Centered Around the Exchange of Goods for the “Interna-

tional" Economic Interplay 

(2) The Fall of the Bretton W oods System 

(3) Unprecedented Impacts of the Freedom of Direct Investment and of Capital 

Flow 

(4) Localized Nations and Global Economic Activities Promoting Delocaliza-

tion 

III The Limit of Private International Law Approaches 

N Developing Confusion About Doctrinal Sources of International Law 

V Changing Phenomenon in the Method for the Unification of International 

Trade Law 

VI Fading National Laws in the International Commercial Arbitration 

vn The Decline of Legal Positivism and the Revival of the Rule of Reasons 
vrn Political Scientists Confused on How to Analyze International Politics 
IX Conclusion 

After the Industrial Revolution， each of Western States established its own 

integrated independent system， fiscal， economic， legal and sociaL They competed 

one another to become modern industrial nations and exchanged goods through 

trade among them. The trade was the assumed basis for the international eco-

nomic interaction. The aggregate effect of such efforts， in those days， also meant 

the prosperity of the international society as a whole. The sover巴igntynotion 

was a convenient tool to maintain an order among States through their mutual 

agreement both explicit and implicit within such a small “world"_ Universities 

also became educational and research institutions of a State to which they belon-

ged and played an active role in the pursuit and achievement of national goals. A 

local sovereign State was at the root of the world ordeL 

事Professorof Law， Hokkaido University 
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After the Second World War， the Bretton Woods system was established 

upon refIection on the economic cause of the past war. The IMF stabilized the 

exchange rates and GA TT aimed at introducing fair-play rules for the trade. It 

was not questioned until the end of 1950 that the U. S. dollar， a domestic currency 

of a State， was given an impossible dual function also to act as an international 

currency. However， after the establishment of the EEC when Robert Triffin 

wrote “the Dollar Crisis" (Yale Univ. Press， 1960)， all the efforts by western States 

to maintain the international monetary system failed， leading eventually to the fall 

of the Bretton W oods system in 1971. 

During this period， the world was about to witness rapid scientific develop-

ments in the communication and transportation. The “international" community 

was becoming truly global by the independence of most of the developing countries 

which are at present. In the early 1970's， the surroundings were transforming 

swiftly to accomodate the exercise of direct investments and global flow of 

capital. The floating exchange rate scheme which began in March 1973 complet. 

ed this picture. 

Since then， the business activities have become global at an unprecedented 

speed and in volume. Decisions on dir巴ctinvestments and capital flow on a global 

scale have become central in business planning. Localized piece-meal regulations 

on the side of each sovereign nation have provided enterpreneurs with an excellent 

menu to choose from in determining patterns of their economic activities. The 

freedom of direct investment and of capital flow now dominantly overshadows the 

once-important trade which was assumed to be the main means for the“interna-

tional" economic interraction. 

This paper analyzes why the emergence of this reality was inevitable. It 

examines how it is affecting the traditional “international" law doctrine， how the 

traditional pattern of the unification effort of international trade law is about to 

be affected， how the national law is loosing its dominance in the international 

commercial arbitration which itself is a chal1enge to sovereign-based judicial 

courts， how the legal positivism is becoming obsolete， how the traditional theories 

about the international economics and monetary system are proving inadequate， 

how the political scientists who used to analyse world politics in terms of sover-

eign powers are beginning to demonstrate confusion， why ideological confronta-

tions are disappearing from the international politics， and how a war particularly 

as means of territorial expansion is becoming more and more meaningless. It 

concludes that the rise of lex mercatoria is also one of the inevitables at this age 

of interpenetration. 
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